
JP 2008-181113 A 2008.8.7

10

(57)【要約】
【課題】
　本発明は、光線利用効率を飛躍的に高め、かつ機械的強度、密着性などの取扱特性を兼
ね備えた反射型偏光板、およびそれを用いた高輝度の液晶表示装置を提供せんとするもの
である。
【解決手段】
　本発明の反射型偏光板（１）は、基材と、基材の少なくとも片側の表面に形成された線
状の凹凸構造を有する表面層（１）と、該表面層（１）上に線状の凹凸構造と略平行で、
かつ、間隔を開けて複数形成された線状の金属層とで構成されてなる反射型偏光板であっ
て、該表面層（１）の屈折率Ｎ１と基材の屈折率Ｎ２の差ΔＮ＝｜Ｎ１－Ｎ２｜が０～０
．１０であることを特徴とするものである。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、基材の少なくとも片側の表面に形成された線状の凹凸構造（以下、線状凹凸構
造とする）を有する表面層（１）と、該表面層（１）上に線状凹凸構造と略平行で、かつ
、間隔を開けて複数形成された線状の金属層（以下、線状金属層とする）とを有する反射
型偏光板であって、該基材の屈折率Ｎ１と該表面層（１）の屈折率Ｎ２との差ΔＮ＝｜Ｎ
１－Ｎ２｜が０～０．１０である反射型偏光板。
【請求項２】
　前記線状凹凸構造が、その長手方向に垂直な断面における凸部の形状が、ピッチｐ＝５
０～４００ｎｍ、幅ｗ＝２０～３８０ｎｍ、及び高さｈ＝１０～４００ｎｍである請求項
１に記載の反射型偏光板。
【請求項３】
　前記線状金属層が、該表面層（１）の線状凹凸構造の少なくとも凸部頂部上に形成され
ていることを特徴とする請求項１または２のいずれかに記載の反射型偏光板。
【請求項４】
　基材と、基材の少なくとも片側の表面に形成された接着層（以下表面層（２）とする）
と、該基材の該表面層（２）が形成された面側に該表面層（２）と接して間隔を開けて複
数形成された線状の金属層（以下、線状金属層とする）とを有する反射型偏光板であって
、基材の屈折率Ｎ１と該表面層（２）の屈折率Ｎ２の差ΔＮ＝｜Ｎ１－Ｎ２｜が０～０．
１０である反射型偏光板。
【請求項５】
　前記線状金属層が前記表面層（２）のみに接している請求項４に記載の反射型偏光板。
【請求項６】
　前記表面層（１）または前記表面層（２）が、樹脂を主たる成分とするものである請求
項１～５のいずれかに記載の反射型偏光板。
【請求項７】
　前記線状金属層の膜厚ｈ２が１０～２００ｎｍである請求項１～６のいずれかに記載の
反射型偏光板。
【請求項８】
　前記線状金属層が、ピッチｐ２＝５０～４００ｎｍ及び幅ｗ２＝２０～３８０ｎｍであ
る請求項１～７のいずれかに記載の反射型偏光板
【請求項９】
前記線状金属層の膜厚ｈ２と幅ｗ２の比ｈ２／ｗ２が０．５以上であることを特徴とする
請求項１～８のいずれかに記載の反射型偏光板。
【請求項１０】
　前記線状金属層が、アルミニウム、銀、クロム、および金からなる群より選ばれる少な
くとも１種の金属を主たる成分とするものである請求項１～９のいずれかに記載の反射型
偏光板。
【請求項１１】
　前記基材が、可撓性を有する請求項１～１０のいずれかに記載の反射型偏光板。
【請求項１２】
　面光源と、請求項１～１１のいずれかに記載の反射型偏光板と、液晶セルとをこの順に
配置した液晶表示装置であって、該液晶セルは、液晶層と、該液晶層を挟むように配置さ
れた偏光板（Ａ）と偏光板（Ｂ）とを有し、該液晶セルを構成する面光源側の偏光板（Ｂ
）を透過する偏光の偏光軸の方向と、該反射型偏光板を透過する偏光の偏光軸の方向とが
合致している液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記反射型偏光板は、線状金属層が該液晶セルに対向するように設置されている請求項
１２に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
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　面光源と、液晶セルからなる液晶表示装置であって、該液晶セルは、液晶層と、該液晶
層を挟むように配置された反射型偏光板（Ａ）と偏光板（Ｂ）とを有し、該面光源側の偏
光板（Ｂ）が請求項１～１３のいずれかに記載の反射型偏光板である液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記反射型偏光板は、線状金属層が該液晶層に対向するように設置されている請求項１
４に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種表示装置等に用いられる偏光板に関する。詳しくは、互いに直交する偏
光成分の一方を透過、もう一方を反射する、一般的に反射型といわれる偏光板およびそれ
を用いた液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置に組み込まれる液晶セルは、液晶層と該液晶層を挟むように配置される二
枚の偏光板で構成されている。この偏光板は、高分子シートにヨウ素を吸着させた後、延
伸により配向させることによって得られる吸収異方性を利用したシートであり、偏光板に
入射した光のうち吸収軸に平行な成分の光を吸収し、それとは直交する成分の光を透過さ
せることにより偏光特性を発現するものである。このような吸収型の偏光板は、原理的に
自然光のような非偏光を入射したときの透過率が５０％を超えることはない。そこで、液
晶表示装置の低消費電力化が求められる中、輝度を向上させるためには、吸収されていた
成分を利用することが有効であると考えられる。
【０００３】
　これに関し、液晶セルを構成する偏光板で吸収される偏光成分を反射する偏光分離シー
ト、いわゆる反射型の偏光板を、液晶セルより光源側の位置に設置することが提案されて
いる。
【０００４】
　この反射型の偏光板としては、例えば、多層積層型、円偏光分離型、ワイヤーグリッド
型などが挙げられる。
【０００５】
　多層積層型は、屈折率等方性層と屈折率異方性層とを交互に何層も積層したタイプであ
る。このタイプの偏光板は、シート面内のある一方向では各層の屈折率差が生じないよう
に設計し、それと直交する方向で各層の屈折率差を大きくすることによって、一方の偏光
成分を透過させ、それと直交する偏光成分を反射し、反射型の偏光板として機能する（特
許文献１）。
【０００６】
　円偏光分離型は、コレステリック液晶層が発現する円偏光二色性を利用した偏光板であ
る。コレステリック液晶層は、液晶分子が膜厚方向に螺旋を描くことで、螺旋方向に応じ
て右巻きまたは左巻きの円偏光を選択的に反射することができ、このコレステリック液晶
層とλ／４波長板を組み合わせることで、反射型の偏光板として機能する（特許文献２）
。
【０００７】
　ワイヤーグリッド型は、細い金属ラインを平行に並べた構造をもつ偏光板である。この
タイプの偏光板は、金属ラインに垂直に振動する偏光を透過し、平行に振動する偏光を反
射することにより、反射型の偏光板として機能する（特許文献３および４）。
【特許文献１】特表２００３－５１１７２９号公報
【特許文献２】特開２００２－９０５３３号公報
【特許文献３】ＵＳ　Ｐａｔｅｎｔ　６１２２１０３
【特許文献４】特開２００５－１９５８２４号公報
【特許文献５】特開平７－２９４７３０号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、多層積層型の場合、広帯域で偏光特性を発現させるためには、波長に合
わせて積層比や膜厚を調整したシートを複数貼り合わせる必要がある。また光の入射角度
によって光路長が変化するため偏光特性に角度依存性が生じる。
【０００９】
　円偏光分離型の場合、コレステリック液晶層を面内で均一に形成することが難しく、ま
た、広帯域で偏光特性を発現させるためには螺旋ピッチの異なる層を複数貼り合わせるこ
とが必要となる。
【００１０】
　これに対してワイヤーグリッド型の場合には、上記２つの例のような複雑な形状は必要
とされず、一定ピッチで金属ラインを形成することで求める偏光特性が得られる。しかし
ながら、金属のラインを適用する波長程度まで微細化することが求められる。具体的な方
法として、特許文献３には、ガラス基材上に設けた金属薄膜上に電子線リソグラフィーな
どにより、レジストパターンを形成し、そのパターンを元にリフトオフ、ドライエッチン
グすることにより、金属パターンを形成させて、偏光板を形成した例もあるが、得られた
偏光板は、その基材がガラスであるため重量が重く、耐衝撃性や、屈曲性に劣るだけでな
く、金属パターンが外力に対して弱く、容易に倒壊、剥離してしまうといった問題があっ
た。一方、特許文献４にはフィルム基材上に上記方法と同様の方法で、樹脂基材表面に金
属パターンを形成させた例があるが、これらは軽量化、耐衝撃性、等は良好であるが、同
様に、金属パターンが外力に対して弱いものであったり、金属パターンと樹脂基材との密
着性が悪く、樹脂基材から剥離しやすいもので取扱性が悪いという問題があった。
【００１１】
　特許文献５には、金型成型によりガラスなどの無機透明基材の表面に樹脂の凹凸形状を
形成させ、その基材の凹凸面に斜め方向から蒸着することで、位置選択的に金属パターン
を形成させて、偏光板を形成した例もあるが、得られた偏光板は液晶表示装置に組み込ん
だ際に十分な光利用効率が得られないという欠点があった。
【００１２】
　そこで、本発明は、かかる従来技術の問題点を克服し、液晶表示装置に用いる反射型偏
光板として、光線利用効率を飛躍的に高め、かつ機械的強度、密着性などの取扱特性を兼
ね備えた反射型偏光板、およびこれを用いて高い輝度向上効果を発現する液晶表示装置を
提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、かかる課題を解決するために、次の手段を採用するものである。すなわち、
本発明の反射型偏光板（１）は、基材と、基材の少なくとも片側の表面に形成された線状
の凹凸構造を有する表面層（１）と、該表面層（１）上に線状の凹凸構造と略平行で、か
つ、間隔を開けて複数形成された線状の金属層とを有する反射型偏光板であって、該基材
の屈折率Ｎ１と該表面層（１）の屈折率Ｎ２の差ΔＮ＝｜Ｎ１－Ｎ２｜が０～０．１０で
あることを特徴とするものである。
【００１４】
　また、本発明の反射型偏光板（２）は、基材と、基材の少なくとも片側の表面に形成さ
れた接着層（以下、表面層（２）とする）と、該基材の該表面層（２）が形成された面側
に該表面層と接して間隔を開けて複数形成された線状の金属層とを有する反射型偏光板で
あって、該基材の屈折率Ｎ１と該表面層（２）の屈折率Ｎ２の差ΔＮ＝｜Ｎ１－Ｎ２｜が
０～０．１０であることを特徴とするものである。
【００１５】
　また、本発明の液晶表示装置（１）は、面光源と、前記反射型偏光板（１）又は反射型
偏光板（２）と、液晶セルとをこの順に配置した液晶表示装置であって、該液晶セルは、
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液晶層と、該液晶層を挟むように配置された偏光板（Ａ）と偏光板（Ｂ）とを有し、該液
晶セルを構成する面光源側の偏光板（Ｂ）を透過する偏光の偏光軸の方向と、該反射型偏
光板（１）又は反射型偏光板（２）を透過する偏光の偏光軸の方向とが合致していること
を特徴とするものである。
【００１６】
　また、本発明の液晶表示装置（２）は、面光源と、液晶セルからなる液晶表示装置であ
って、該液晶セルは、液晶層と、該液晶層を挟むように配置された反射型偏光板（Ａ）と
偏光板（Ｂ）とを有し、該面光源側の偏光板（Ｂ）が前記反射型偏光板（１）又は反射型
偏光板（２）であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、液晶表示装置に用いる反射型偏光板として、光線利用効率を飛躍的に
高め、かつ軽量で、取り扱い性に優れた反射型偏光板を作製することができ、また作製し
た反射型偏光板を液晶表示装置などに組み込むことにより、高輝度の表示を得ることが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明者らは、反射型偏光板として、光線利用効率を飛躍的に高め、薄膜干渉を抑え、
色均一性を向上した優れ、高透過率、高反射率でかつ高偏光度を発揮する性能を有し、か
つ機械特性や、密着性などの取扱特性にすぐれた反射型偏光板について鋭意検討し、基材
と、基材の少なくとも片側の表面に形成された特定の表面層と、該表面層上に間隔を開け
て複数形成された線状の金属層からなる反射型偏光板において、表面層と基材との間の屈
折率差をある範囲内に制御することによって、上記課題を一挙に解決することを究明した
ものである。すなわち、かかる反射型偏光板によれば、高輝度の液晶表示装置を提供する
ことができることに成功したものである。
【００１９】
　本発明の反射型偏光板（１）は、基材１と、基材１の少なくとも片側の表面に形成され
た線状の凹凸構造（以下、線状凹凸構造とする）１０を有する表面層（１）４０と、該表
面層（１）４０上に線状凹凸構造１０と略平行で、かつ、間隔を開けて複数形成された線
状の金属層（以下、線状金属層とする）２とで構成されてなること特徴とするものである
。該基材１の表面に線状凹凸構造１０を有する表面層（１）４０を形成させることによっ
て、支持体となる基材１で機械的強度、耐熱性を確保しながら、表面層（１）４０に賦形
しやすい材質を用いることができ、該基材１表面に線状凹凸構造を容易に形成でき、また
、それにより高密着性の線状金属層２を容易に形成できるため好ましい。
【００２０】
　本発明の反射型偏光板（１）において、基材１は、表面に線状凹凸構造１０有する表面
層（１）４０が形成されていることを特徴とするが、線状凹凸構造１０が存在することに
よる効果を以下に説明する。
【００２１】
　まず一つ目の特徴は、表面層（１）４０に、線状凹凸構造１０を形成することによって
、複屈折性を発現させることができることである。入射する波長以下のピッチで周期的な
凹凸を有する線状凹凸構造１０を形成すると、パターン長手方向とそれに直交する方向と
で屈折率の異方性、すなわち複屈折が発現する。ここで、パターンを構成する凸部１１の
幅、ピッチ、高さおよび材質単体の屈折率を適切に設定することにより、基材１の複屈折
性を制御することが可能となる。
【００２２】
　本発明の反射型偏光板（１）を好適に搭載することができる液晶表示装置には面光源が
組み込まれているが、面光源から出射される光は、導光板やプリズムシートなど、界面で
の反射や屈折を利用した部材の影響により、完全な無偏光状態ではなく偏光状態に偏りが
みられることがある。よって、反射型の偏光板を液晶セルの面光源側に配置しても、この
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偏った方向と、反射型の偏光板が透過する偏光軸とが合致していない場合には反射成分が
多くなり、結果として光の利用効率が上がらないことになる。そこで、本発明の反射型偏
光板（１）のように、基材１に線状凹凸構造１０を有する表面層（１）４０を形成するこ
とによって、複屈折性を発現させ、該基材１側から光を入射することで、複屈折により偏
った偏光状態が解消され、光の利用効率を上げることができる。例えば、パターンを構成
する凸部１１の幅、ピッチおよび材質が同じ場合には、凸部１１の高さを高くすることに
よって、より偏光状態を解消できる。なお、複屈折性を活用するためには、線状金属層２
が、後述するような線状凹凸構造１０の凸部１１周辺だけに形成された構造が好ましい。
また、この場合、線状凹凸構造１０部分だけでなく、基材１全体が複屈折をもつ場合も同
様に好ましい。
【００２３】
　また、二つ目の特徴としては、金属のパターニングが容易なことである。詳細は製造方
法の部分で記述するが、半導体製造プロセスなどを利用した、レジストのパターニングと
エッチング処理という煩雑なプロセスを経ることなく、予め基材１の表面に、表面層（１
）４０でパターンを形成しておくことで、そのパターン形状に応じた線状金属層２を容易
に形成することが可能となる。
【００２４】
　また、三つ目の特徴としては、形成した線状金属層２の機械的強度が高いということで
ある。半導体製造プロセスなどを利用した、レジストのパターニングとエッチング処理に
より作製された偏光板は、平面上に金属の細線を形成させているため、線状金属層２と基
材１との界面の面積が僅かであり、金属パターンが外力に対して弱く、容易に倒壊、剥離
してしまう。一方、本発明の反射型偏光板（１）では、基材１表面に形成した線状凹凸構
造１０を有する表面層４０上に線状金属層２を形成させているため、線状金属層２と基材
１との界面の面積が大きくなり、線状金属層２の密着性が向上するだけでなく、該パター
ン凸部１１が線状金属層２を補強する効果も有し、外力に対する強度を高めることが可能
となる。
【００２５】
　上述の通り、基材１表面に線状凹凸構造１０を形成した表面層（１）４０が存在するこ
とにより、高い光学特性、機械的強度を有する反射型偏光板を容易なプロセスで形成する
ことが可能となる。
【００２６】
　また、本発明の反射型偏光板（２）は、少なくとも基材と、基材１の少なくとも片側の
表面に形成された接着層（以下、表面層（２）４１とする）と、該基材の該表面層（２）
４１が形成された面側に間隔を開けて複数形成された線状金属層２とで構成されてなるこ
とを特徴とするものである。ここで、表面層（２）４１とは、基材１と線状金属層２との
密着性を付与するための層のことであり、この基材１上にこの層を形成させた上に金属層
を形成させることで、基材１と線状金属層２との密着性を高め、取扱性が向上させること
が可能となる。
【００２７】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、基材１の屈折率Ｎ１
と線状凹凸構造１０を有する表面層（１）４０または表面層（２）４１の屈折率Ｎ２との
屈折率差ΔＮ＝｜Ｎ１－Ｎ２｜が、０～０．１０であることを特徴とするものである。よ
り好ましくはΔＮが０～０．０９、更に好ましくは０～０．０８、最も好ましくは０～０
．０６である。ここでいう屈折率とは、ＪＩＳ－Ｋ７１０５（１９９９年版）に従って、
アッベ式屈折率計を用いて、２０℃で測定される基材面内の屈折率のことであり、基材１
の屈折率が面内の方向によって異なる（複屈折性を有する）場合には、その屈折率が最大
となる方向の屈折率Ｎ１ｍａｘと最小となる方向の屈折率Ｎ１ｍｉｎの平均値、すなわち
（Ｎ１ｍａｘ＋Ｎ１ｍｉｎ）／２でもって、基材１の屈折率Ｎ１とする。
【００２８】
　屈折率差ΔＮが上述の範囲を外れると、表面層（１）４０、または表面層（２）４１と
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基材１との屈折率差、および線状凹凸構造１０の高さｈや、表面層の膜厚ｈ’などに起因
して薄膜干渉が起こる。従来の反射型偏光板では、この薄膜干渉によって、本来反射して
再利用されるべき光を失活させていたものである。特に、基材１側に光を入射させたとき
にこの影響が顕著に表れ、反射率が大きく低下してしまう。その結果、光の利用効率を低
下させることになり、輝度向上効果が十分に得られなくなっていたものである。また、こ
の光利用効率の低下は光の波長により変化する場合もあり、液晶表示装置の色彩が面内の
場所、および観察角度によりムラとなって現れ、色均一性が低下したりする事もあるため
好ましくない。一方、本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、
基材１の屈折率Ｎ１と、線状凹凸構造１０を含む表面層（１）４０、または表面層（２）
４１の屈折率Ｎ２の屈折率差ΔＮ＝｜Ｎ１－Ｎ２｜を０～０．１０の範囲内に制御するこ
とによって、後述するような範囲の線状凹凸構造１０の高さｈや、表面層（１）４０また
は表面層（２）４１の膜厚ｈ’としても、薄膜干渉を抑えることができ、光学的ロスを低
減させたり、色均一性を向上させることが可能となる。その結果、従来の反射型偏光板と
比べて、光線利用効率を飛躍的に高めることができ、高効率の反射型偏光板とすることが
でき、それを液晶表示装置に搭載させることにより、高輝度の表示装置とすることができ
たものである。
【００２９】
　ここで、本発明の反射型偏光板（１）において、線状凹凸構造１０を有する表面層（１
）４０は、削りやすい材質、もしくは賦形しやすい材質であることが好ましい。ここで、
削りやすい材質とは、機械的に切削、研磨など、またはレジストパターンなどを介して化
学的、もしくは物理的に選択的除去しやすいしやすい材料のことを指し、ガラス、金属な
どの無機基材または樹脂基材が挙げられる。また、賦形しやすい材質とは、金型転写によ
り凹凸構造を形成可能な材料のことを指す。これらのうち、後述するように、生産性など
の観点から基材１表面に線状凹凸構造１０を賦形するには金型転写法が好ましく、賦形し
やすい材質材質を表面層（１）４０に用いる方が、金型転写法により基材１表面に線状凹
凸構造１０を形成することができるためより好ましい。
【００３０】
　本発明の反射型偏光板（１）において、表面層（１）４０は熱可塑性樹脂、光硬化性樹
脂、熱硬化性樹脂のいずれか又はこれらの混合物を主成分とする樹脂組成物からなること
が好ましい。ここで、該樹脂組成物中において５０重量％を越える樹脂を主成分と定義す
る。
【００３１】
　かかる熱可塑性樹脂の例としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレ
ン－２、６－ナフタレート、ポリプロピレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレー
ト等のポリエステル系樹脂、ポリメチルメタクリレートなどアクリル系樹脂、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、脂環式ポリオレフィン樹脂等のポリオレフィ
ン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリエーテル、ポリエ
ステルアミド、ポリエーテルエステル、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコールおよびこ
れらを成分とする共重合体、またはこれらの混合物等の熱可塑性樹脂が挙げられる。
【００３２】
　また、光硬化性樹脂の例としては、分子内に少なくとも一つのラジカル重合性を有する
化合物、またはカチオン重合性を有する化合物等が挙げられる。ラジカル重合性を有する
化合物としては、活性エネルギー線によりラジカルを発生する重合開始剤の存在下で活性
エネルギー線照射により高分子化または架橋反応する化合物が挙げられる。例えば、構造
単位中にエチレン性の不飽和結合を少なくとも１個含むもの、１官能であるビニルモノマ
ーの他に多官能ビニルモノマーを含むもの、またはこれらのオリゴマー、ポリマー、混合
物などが挙げられる。また、分子内に少なくとも一つのカチオン重合性を有する化合物と
しては、オキシラン環を有する化合物、オキセタン環を有する化合物、ビニルエーテル化
合物から選ばれる一つあるいは２種以上の化合物から選ばれるものが挙げられる。
【００３３】
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　また、熱硬化性樹脂の例としては、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル
樹脂、フェノール樹脂、ユリア・メラミン樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン樹脂等が
挙げられ、これらより選択される１種類もしくは２種類以上の混合物などを用いることが
できる。
【００３４】
　かかる光硬化性樹脂および熱硬化性樹脂には重合開始剤が配合される。光硬化性樹脂の
場合には感光波長および重合形式に合わせ、活性エネルギー線の照射によりラジカル種ま
たはカチオン種を発生する光重合開始剤を用い、また熱硬化性樹脂の場合にはプロセス温
度に合わせた熱重合開始剤を用いることが好ましい。
【００３５】
　これらの樹脂は、使用波長、すなわち液晶表示装置に用いる場合には４００～８００ｎ
ｍの可視光領域において、透明であり、特定波長における吸収ピークがみられないものが
好ましい。また、光線を実質的に散乱しないものが好ましく、膜厚１００μｍの平坦なシ
ート状としたときのヘイズ値でおよそ３０％以下であるのが好ましい。より好ましくはヘ
イズが２０％以下、更に好ましくはヘイズが１０％以下である
　また、本発明の反射型偏光板（１）において、表面層（１）４０を構成する樹脂は、熱
可塑性樹脂を主たる成分とする場合、そのガラス転移温度は、示差走査熱量測定（以下、
ＤＳＣ）により得られる、昇温過程（昇温速度：１０℃／ｍｉｎ）におけるガラス転移温
度Ｔｇは、好ましくは７０～１６０℃、より好ましいのは１００～１６０℃、最も好まし
くは１１０～１５０℃の範囲であるものがよい。
【００３６】
　ここで、ガラス転移温度Ｔｇとは、ＪＩＳ　Ｋ－７１２１（１９９９）に準じた方法に
より求められた値であり、昇温速度１０℃／ｍｉｎで走査した時に得られる示差走査熱量
測定チャートのガラス転移の階段状の変化部分において、各ベースラインの延長した直線
から縦軸方向に等距離にある直線と、ガラス転移の階段状の変化部分の曲線とが交わる点
から求めた値である。
【００３７】
　かかるガラス転移温度Ｔｇがこの範囲を超えると線状凹凸構造１０を形成するために金
型５０を押しつけても、十分な形状を形成することが困難となり、線状金属層２を形成し
ても十分な光学特性を得ることが困難となることがあるため好ましくなく、またこの範囲
に満たないと、続く線状金属層形成工程において、熱負荷により基材、もしくはパターン
が変形することがあるために好ましくない。本発明の反射型偏光板（１）において、表面
層（１）４０を構成する樹脂が熱可塑性樹脂を主たる成分とする場合、そのガラス転移温
度を上記範囲とすることで、良好なパターン形成性と、線状金属層２形成工程中のパター
ン形状保持性を両立することができ、その結果、線状金属層２の形成により、高い光学特
性の反射型偏光板を得ることができる。
【００３８】
　また、本発明の反射型偏光板（１）において、表面層（１）４０を構成する樹脂が、熱
硬化性樹脂、もしくは光硬化性樹脂を主たる成分とする場合は、ガラス転移温度Ｔｇが上
記範囲外となっても良いが、その場合においては、熱分解温度開始は、好ましくは１５０
℃以上、より好ましくは２００℃以上、もっとも好ましくは２５０℃であるものがよい。
この範囲に満たないと、続く線状金属層２の形成工程において、基材、もしくは線状凹凸
構造が変形したりすることがあるだけでなく、金属層形成工程中に低分子量有機成分が大
量に放出され、金属原子の緻密な配列を阻害するため、形成される線状金属層２の金属性
が低下し、その結果、光学特性が低下することがあるために好ましくない。
【００３９】
　本発明の反射型偏光板（１）において、表面層（１）４０を構成する樹脂が熱硬化性樹
脂、もしくは光硬化性樹脂を主たる成分とする場合、その熱分解開始温度を上記範囲とす
ることで、線状金属層形成工程にて形成される線状金属層２の金属性を高く保つことがで
き、その結果高い光学特性の反射型偏光板を得ることができる。
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【００４０】
　また、本発明の反射型偏光板（１）において、表面層（１）４０を構成する樹脂は、熱
可塑性樹脂の場合は、２５℃での光弾性係数ｋが、好ましくは５０×１０－１２Ｐａ－１

以下、より好ましくは、４０×１０－１２Ｐａ－１以下、最も好ましくは３０×１０－１

２Ｐａ－１以下であるのがよい。
【００４１】
　ここでいう光弾性係数ｋとは、樹脂を溶融製膜、溶液製膜など、公知の方法でシート化
し、そのシートを２５℃、６５ＲＨ％の雰囲気下、厚みｄ（ｎｍ）のシートに無張力の時
の位相差Γ１（ｎｍ）、張力Ｆ（Ｐａ）を加えたときに生じる位相差をΓ２（ｎｍ）とし
たときに、
・ｋ＝（Γ２－Γ１）／（ｄ×Ｆ）
で定義される値のことである。なお、かかる位相差Γの測定は、フィルムに１ｋｇ／ｍｍ
２（９．８１×１０６Ｐａ）の張力をかけた状態で、直交ニコル、光源としてはナトリウ
ムＤ線（波長５８９ｎｍ）を備えた偏光顕微鏡で、２５℃の雰囲気下行う。
【００４２】
　かかる光弾性係数ｋが、５０×１０－１２Ｐａ－１より大きいと、表面層（１）４０の
線状凹凸構造１０の加工時に光学歪みが残り、線状金属層２を形成して反射型偏光板とし
た場合に、面内において光学特性が変化して、色調のムラなどが発生したりすることがあ
るため、好ましくない。
【００４３】
　本発明の反射型偏光板（１）において、表面層（１）４０を構成する樹脂が熱可塑性樹
脂の場合、かかる光弾性係数ｋを、上述の特定な範囲に制御することによって、加工時に
光学歪みが残ることなく線状凹凸構造１０を形成することができ、その結果、線状金属層
２を形成して、反射型偏光板としたときに、面内において均一な光学特性を得ることがで
きる。
【００４４】
　これらの樹脂には必要に応じて各種成分を添加することも好ましい。かかる添加剤とし
て、例えば、界面活性剤、架橋剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、熱安定化剤、可塑剤、粘
度調整剤、酸化防止剤、帯電防止剤等を好ましく用いることができる。
【００４５】
　本発明の反射型偏光板（１）において、表面層（１）４０が樹脂組成物を主たる成分と
する場合、表面層（１）４０は上述の材料を用いて金型賦形などの方法により形成される
。ここで、表面層（１）４０の屈折率Ｎ２は、用いる基材の種類により、ΔＮが０～０．
１０の範囲になるように適宜選択される。その一例として、具体的には、後述するように
、基材として二軸延伸したポリエステルフィルムを用いた場合、表面層（１）４０を構成
する樹脂の屈折率Ｎ２は１．５８～１．７が好ましく、より好ましくは１．６０～１．６
８である。上記屈折率Ｎ２を達成するためには、その樹脂の分子骨格に、シクロヘキサン
、イソボルニル、アダマンタンなどの脂環族基や、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン
、ピレン、ビフェニル、ビスフェノールなどの芳香環、臭素、塩素、ヨウ素などのハロゲ
ン原子、硫黄などを導入することにより得ることができる。この中で、環境問題などから
、脂環族基、芳香族基を導入することが好ましい。
【００４６】
　図１に、本発明の反射型偏光板（１）を構成する、表面層（１）４０からなる線状凹凸
構造１０が形成される基材１の形状の一例を示す。図１（ａ）は、断面が矩形状の凸部１
１を含む線状凹凸構造１０を、一方の表面に有する基材１の断面図である。図中に凸部１
１のピッチｐ、幅ｗ、高さｈをそれぞれ示している。本発明において、幅ｗは、凹凸が繰
り返される方向における長さであって、また、凸部１１の高さｈの２分の１、すなわち基
材１面（凹部１２底面）からｈ／２の高さの基材１面に平行な平面における長さのことを
いう。図１（ｂ）は、凸部１１が周期的に形成されてなる平行な線状凹凸構造１０を有す
る基材１の斜視図を例示している。
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【００４７】
　図１（ａ）および図２（ａ）～（ｅ）は、本発明の反射型偏光板（１）を構成する基材
１の好ましい表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０の断面形状の例を示している。
基材１の表面に形成される表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０の凸部１１の断面
形状としては、例えば、矩形（図１（ａ））、台形（図２（ａ））、またはそれらの角や
側面が曲線状であるもの（図２（ｂ）（ｃ））、波形（図２（ｄ））、三角形（図２（ｅ
））等が挙げられるが、これらに限定されることなく、面内に線状凹凸構造１０が形成さ
れていれば好ましく用いることができる。また、隣接する凸部１１間には、図１（ａ）お
よび図２（ａ）～（ｃ）のように平坦部が形成されていてもよいし、図２（ｄ）（ｅ）の
ように平坦部が形成されていなくてもよい。これらのうち、断面が矩形、台形の凸部１１
、またはそれらの角や側面が曲線状の形状の凸部１１であって、隣接する凸部１１がそれ
自体の底部で繋がっていないもの（たとえば図１（ａ）および図２（ａ）～（ｃ））が、
線状金属層２を形成した後に高い光学的異方性を発現させるため好ましい。
【００４８】
　ここで、基材１の表面に形成される表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０につい
て、隣接する凸部１１の底部が、図１（ａ）、図２（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように繋が
っていない形状の場合、線状金属層２を凸部１１周辺だけに形成しやすく、好ましい。図
２（ｄ）のような断面形状が波形の場合にも、凸部１１周辺だけに線状金属層２を形成す
ることは可能であるが、斜面が多く線状金属層の選択的形成性が低下し、線状金属層２の
形成部位が広がりやすいため制御が難しい。
【００４９】
　本発明の反射型偏光板（１）において、線状凹凸構造１０は図１（ｂ）に示すようにラ
イン、すなわち凸部１１が平行に形成されてなるが、実質的に平行であればよく、完全に
平行でなくてもよい。また、各ラインは、面内において光学的な異方性を最も発現しやす
い直線であることが好ましいが、隣接するラインが接触しない範囲で曲線や折れ線であっ
てもよい。また同様に、光学的な異方性を発現しやすくするため連続した直線であること
が好ましいが、長さが少なくとも適用する波長以上であれば破線であってもよい。
【００５０】
　本発明の反射型偏光板（１）において、表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０は
、基材１の片側だけでなく両側に形成されることも好ましい。基材１の両側に形成する場
合には、線状凹凸構造１０の長手方向が表裏で平行になるように形成することが好ましい
。この場合、片面の樹脂パターンのみに線状金属層２を形成しても、両面の樹脂パターン
に線状金属層２を形成させてもどちらでもかまわないが、両面に線状金属層２を形成させ
ることで、高偏光度の反射型偏光板をとすることができる。
【００５１】
　本発明の反射型偏光板（１）において、表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０の
長手方向に垂直な断面における凸部１１の寸法などは、適用する光の波長領域によって適
宜選択される。たとえば、波長８００～４０００ｎｍの近赤外・赤外光の波長領域に適用
するためには、ピッチｐ＝５０～８００ｎｍ、幅ｗ＝２０～７８０ｎｍ、波長４００～８
００ｎｍの可視光の波長領域に適用するためにはピッチｐ＝５０～４００ｎｍ、幅ｗ＝２
０～３８０ｎｍで形成する。この寸法、すなわち、該線状凹凸構造１０の周期を適用する
光の波長領域よりも短くすることにより、表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０を
有する基材１に線状金属層２が形成されることにより、それぞれ適用する光の波長領域に
おいて均一な光学異方性構造体となり、高い偏光特性を発現する反射型偏光板を得ること
ができる。
【００５２】
　特に、可視光の波長領域に適用する場合において、ピッチｐについては、４００ｎｍを
越えると、可視光の短波長領域の偏光度が低下することになり好ましくない。また、ピッ
チｐが５０ｎｍを下回ると、基材１表面へ線状凹凸構造１０を有する表面層（１）４０を
形成することが難しくなるだけでなく、かかる線状凹凸構造１０に沿って線状金属層２を



(11) JP 2008-181113 A 2008.8.7

10

20

30

40

50

形成することが難しくなるため好ましくない。ピッチｐとして、より好ましくは６０～２
００ｎｍ、更に好ましくは７０～１６０ｎｍ、特に好ましくは８０～１６０ｎｍ、最も好
ましくは８０～１４０ｎｍである。この範囲とすることによって、より偏光特性の高い反
射型偏光板とすることができる。
【００５３】
　また、幅ｗについては、２０ｎｍより狭くなると、成形が困難となるだけでなく、成形
できたとしても機械的強度が低く、表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０の倒壊が
起こりやすくなるため好ましくない。また、幅ｗは、近赤外光領域の波長領域に適用する
場合は７８０ｎｍ、可視光の波長領域に適用する場合においては３８０ｎｍよりも太い場
合、ピッチｐの範囲を考慮すると、線状金属層２を、表面層（１）４０からなる線状凹凸
構造１０上に形成した場合に、反映した形状に形成することが難しかったり、形成できた
としても開口率が非常に低くなり、光線透過率が低くなるため好ましくない。幅ｗについ
ては、近赤外光の波長領域に適用する場合はさらに好ましくは、２０～３００ｎｍ、最も
好ましくは２０～２００ｎｍ、可視光の波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは２
０～１５０ｎｍ、最も好ましくは２０～１００ｎｍである。
【００５４】
　ピッチｐおよび幅ｗは、面内において偏光特性の均一性を保つため、一定であることが
好ましいが、前記範囲内において種々のピッチおよび幅が混ざり合っていてもよい。また
、可視光領域に適用する形状で反射型偏光板を作製すると、可視光領域だけでなく、より
長波長である近赤外線領域や赤外線領域においても偏光特性を発現させることができ、近
赤外線用または赤外線用の反射型偏光板としても使用可能である。
【００５５】
　本発明の反射型偏光板（１）において、表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０を
構成する凸部１１の高さｈに応じて、偏光特性が光の入射角度に依存することがある。該
線状凹凸構造１０の凸部１１の高さｈとしては、近赤外光の波長領域に適用する場合は１
０～８００ｎｍ、可視光の波長領域に適用する場合は１０～４００ｎｍであることが好ま
しい。近赤外光の波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは２０～６００ｎｍ、最も
好ましくは３０～４００ｎｍ、可視光の波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは２
０～３００ｎｍ、最も好ましくは３０～３００ｎｍである。凸部１１の高さｈが、上記範
囲を越えるようになると、光の入射角度によって偏光度が変化することがあるため好まし
くない。一方、高さｈが１０ｎｍを下回ると、それに沿って線状金属層２が形成されたと
しても充分な光学異方性が望めない場合があるため好ましくない。本発明の反射型偏光板
（１）において、表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０の凸部１１の高さｈを上述
範囲内とすることにより、光の入射角度に依存せず、均一な偏光特性を得ることができ、
特に、広い視野角が求められる用途に好適に用いることができる。ただし、本発明の反射
型偏光板（１）を、狭い視野角の範囲で用いる場合、例えば、法線方向だけを利用する光
学素子、又は正面方向だけ利用する表示装置などの場合、光の入射角度は考慮しなくても
よいため、高さｈが上記範囲を越えてもよい。
【００５６】
　本発明の反射型偏光板（１）において、基材１表面の線状凹凸構造１０は、凸部１１の
高さｈと幅ｗの比（ｈ／ｗ）が、０．５～５の範囲であることが好ましい。より好ましく
は１～５、さらに好ましくは１．５～５，特に好ましくは２～５である。比ｈ／ｗが０．
５に満たない場合には、線状金属層２の選択的形成が困難となり、構造的な異方性を充分
に発揮することができず、充分な偏光特性が得られないことがあるため好ましくない。ま
た比ｈ／ｗが５を越える場合には、表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０の形成が
困難となり、蛇行して倒れたり、破断したりして、面内で偏光特性にむらが現れることが
あるため好ましくない。本発明の反射型偏光板（１）において、基材１表面の線状凹凸構
造１０の凸部１１の高さｈと幅ｗの比ｈ／ｗを上述の範囲とすることで、高い偏光特性、
機械的強度を有し、かつそれら特性の面内均一性に優れた反射型偏光板とすることができ
る。
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【００５７】
　また本発明の反射型偏光板（１）において、基材１の表面の表面層（１）４０からなる
線状凹凸構造１０は、凸部１１の高さｈと、凸部１１間の幅、すなわち凹部１２の幅（ｐ
－ｗ）との比ｈ／（ｐ－ｗ）が、１～５の範囲であることが好ましい。より好ましくは、
比ｈ／（ｐ－ｗ）が１．２～５、さらに好ましくは１．３～５である。比ｈ／（ｐ－ｗ）
が上述の範囲を超えると、該線状凹凸構造１０の形成が困難となるため好ましくなく、ま
た上述の範囲に満たないと線状金属層２の選択的形成が困難となり、構造的な異方性を充
分に発揮することができず、充分な偏光特性が得られないことがあるため好ましくない。
【００５８】
　本発明の反射型偏光板（１）において、基材１表面の表面層（１）４０からなる線状凹
凸構造１０の凸部１１高さｈと凹部１２の幅（ｐ－ｗ）の比ｈ／（ｐ－ｗ）が上述の範囲
を満たすことによって、線状金属層２の選択的形成性が高くなり、特に凸部１１周辺だけ
への線状金属層２の形成が容易となり、高い偏光特性を有する反射型偏光板を得ることが
できる。
【００５９】
　また、本発明の反射型偏光板（１）において、基材１表面の表面層（１）４０からなる
線状凹凸構造１０は、凸部１１の幅ｗとピッチｐの比（ｗ／ｐ）が０．１～０．５の範囲
であることが好ましい。より好ましくは比ｗ／ｐが、０．１～０．４５、さらに好ましく
は０．１～０．４０である。比ｗ／ｐが上述の範囲を超えると、線状金属層２を形成後に
十分な開口率を確保できないため、透過率が低下するため好ましくない。また、比ｗ／ｐ
が上述の範囲に満たないと、線状金属層２を形成しても十分な偏光度を得ることができな
いため、好ましくない。
【００６０】
　本発明の反射型偏光板（１）において、基材１表面の表面層（１）４０からなる線状凹
凸構造１０の凸部１１の幅ｗとピッチｐの比ｗ／ｐを上述の範囲とすることによって、線
状金属層２を形成した際に、高い偏光度と透過率を両立する反射型偏光板とすることがで
きる。
【００６１】
　また、本発明の反射型偏光板（１）において、基材１表面の表面層（１）４０からなる
線状凹凸構造１０の凹部最下部と表面層と基材１界面の間の高さ（以下、表面層（１）４
０の膜厚とする）ｈ’は０～２μｍが好ましく、より好ましくは、表面層（１）の膜厚ｈ
’が０～１μｍ、更に好ましくは０～５００ｎｍである。
【００６２】
　本発明の反射型偏光板（１）においては、前述のように基材１と表面層（１）４０との
間の屈折率差を制御しているため、表面層（１）４０の膜厚ｈ’を上述の範囲としても薄
膜干渉を抑えることができ、その結果、反射型偏光板を薄型化することができる。
【００６３】
　また、本発明の反射型偏光板（２）において、表面層（２）４１とは、基材１と線状金
属層２との密着性を付与するための層のことであり、この基材１上に表面層（２）を形成
させ、表面層（２）に接して線状金属層２を形成させることで、基材１と線状金属層２と
の密着性を高め、取扱性が向上させることが可能となるものである。
【００６４】
　この表面層（２）４１を構成する材質としては、例えばポリエステル系樹脂、ポリアミ
ド系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、アクリル
系樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ケイ素樹脂等の熱可塑性樹脂、
およびそれらの混合物等の樹脂組成物や、金、銀、銅、白金、ケイ素、硼素、パラジウム
、レニウム、バナジウム、オスミウム、コバルト、鉄、亜鉛、ルテニウム、プラセオジウ
ム、クロム、ニッケル、アルミニウム、スズ、亜鉛、チタン、タンタル、ジルコニウム、
アンチモン、インジウム、イットリウム、ランタニウム等の金属、酸化ケイ素、酸化アル
ミニウム、酸化チタン、酸化スズ、酸化銅、酸化マグネシウム、酸化インジウム、酸化カ
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ルシウム、酸化ジルコニウム、酸化硼素、酸化亜鉛、酸化セリウム、酸化ハフニウム、酸
化バリウム、酸化銀、インジウム・スズ酸化物、酸化クロムなどの無機酸化物、窒化ケイ
素、窒化硼素、窒化炭素、窒化アルミニウム、窒化マグネシウム、窒化クロムなどの無機
窒化物、酸窒化ケイ素、酸窒化アルミニウム、酸窒化クロムなどの無機酸窒化物、炭化珪
素などの無機炭化物、グラファイト、ダイヤモンド、ダイヤモンドライクカーボン等の炭
素系化合物、フッ化マグネシウム、フッ化アルミニウム等の無機フッ化物、およびこれら
の混合物などの無機材料などがあげられる。
【００６５】
　ここで、上記表面層（２）４１を構成する材料として、使用波長において、透明である
ものが好ましい。すなわち、液晶表示装置に用いる場合には４００～８００ｎｍの可視光
領域において透明であるものが好ましい。ここでいう透明とは、適用する波長領域全体に
おいて、特定波長における吸収ピークがみられないものであって、表面層（２）４１とな
る材料を表面が平滑な硼珪酸ガラス(ＢＫ－７)上に５０ｎｍの厚さで形成させ、その表面
層（２）４１側から光線を入射させたときに、その透過率が、適用する波長領域全体にわ
たって６０％以上であることをいう。好ましくは７０％以上、さらに好ましくは８０％以
上である。
【００６６】
　本発明の反射型偏光板（２）において、表面層（２）４１を構成する材料の透過率を上
記範囲とすることによって、反射型偏光板としての透過率を低下させることなく、基材１
と線状金属層２との高密着性を得ることができる。
【００６７】
　また、表面層（２）４１として樹脂組成物を用いた場合、基材１と表面層（２）４１と
の密着性向上、耐ブロッキング防止等の点で、基材１と表面層（２）４１に、架橋剤を含
有するのが好ましい。かかる架橋剤としては、基材１と表面層（２）４１を構成する樹脂
に存在する官能基、例えばヒドロキシル基、カルボキシル基、グリシジル基、アミド基等
と架橋反応する樹脂や化合物が好ましく用いられ、その例としてはメチロール化あるいは
アルキロール化した尿素系、メラミン系、アクリルアミド系、ポリアミド系樹脂及びエポ
キシ化合物、イソシアネート化合物、カップリング剤、アジリジン化合物、オキサゾリン
化合物等、及びそれらの混合物等を使用することができる。
【００６８】
　かかる架橋剤種類、および含有量は、基材１、表面層（２）４１を構成する樹脂、架橋
剤の種類等によって適宜選択されるが、通常は樹脂固形分１００重量部に対し、好ましく
は０．０１～５０重量部、より好ましくは０．２～３０重量部の範囲がよい。また、かか
る架橋剤には、触媒を併用して架橋反応を促進させることも好ましく行われる。なお、架
橋反応方式としては、加熱方式、電磁波照射方式、吸湿方式などのいずれでも構わないが
、通常は加熱による方法が好ましく用いられる。
【００６９】
　また、表面層（２）４１として樹脂組成物を用いた場合、表面層（２）４１には、滑り
性改良や、耐ブロッキング性のために微粒子を含有するのが好ましい。その例として、無
機微粒子や有機微粒子などを使用することができる。かかる無機微粒子としては、例えば
、金、銀、銅、白金、パラジウム、レニウム、バナジウム、オスミウム、コバルト、鉄、
亜鉛、ルテニウム、プラセオジウム、クロム、ニッケル、アルミニウム、スズ、亜鉛、チ
タン、タンタル、ジルコニウム、アンチモン、インジウム、イットリウム、ランタニウム
等の金属、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化セシウム、酸化アンチモン、酸化スズ 、インジ
ウム・スズ酸化物、酸化イットリウム 、酸化ランタニウム 、酸化ジルコニウム、酸化ア
ルミニウム 、酸化ケイ素等の金属酸化物、フッ化リチウム、フッ化マグネシウム 、フッ
化アルミニウム 、氷晶石等の金属フッ化物、リン酸カルシウム等の金属リン酸塩、炭酸
カルシウム等の炭酸塩、硫酸バリウム等の硫酸塩、その他タルクおよびカオリンなどを用
いることができる。また、有機微粒子としては、架橋スチレンや架橋アクリルなどの架橋
微粒子の他、表面層（２）４１を構成する熱可塑性樹脂に対して非相溶だが、微分散して
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海島構造を形成する熱可塑性樹脂も微粒子として用いることもできる。かかる微粒子の形
状としては、真球状、回転楕円体状、扁平体状、数珠状、板状または針状等のものを用い
ることができるが、特に限定されない。かかる微粒子の平均粒径は０．０５～１５μｍが
分散性、滑り性、耐ブロッキング性の点から好ましく、０．１～１０μｍがより好ましい
。また、かかる微粒子の添加量は任意であるが、通常は樹脂固形分１００重量部に対し、
好ましくは０．１重量部～５０重量部、より好ましくは１～３０重量部である。
【００７０】
　また、表面層（２）４１には、効果が失われない範囲内で、必要に応じて、各種の添加
剤を加えることができる。添加配合することができる添加剤の例としては、例えば、分散
剤、染料、蛍光増白剤、酸化防止剤、耐候剤、帯電防止剤、重合禁止剤、増粘剤、消泡剤
、紫外線吸収剤、レベリング剤、ｐＨ調整剤および塩などを使用することができる。
【００７１】
　本発明の反射型偏光板（２）において、その表面層（２）４１の形態を図３を用いて説
明する。図３（ａ）は表面層（２）４１が基材１上に全面に形成されている場合の態様の
例、図３（ｂ）は表面層（２）が基材１上に部分的に形成されている場合の態様の例を示
している。
【００７２】
　本発明の反射型偏光板（２）において、表面層（２）４１の膜厚ｈ”は０．００１～１
μｍであることが好ましい。本発明の反射型偏光板（２）においては、前述のように基材
１と表面層（２）４１間の屈折率差を制御しているため、表面層（２）の膜厚ｈ”を上述
の範囲としても薄膜干渉を抑えることができ、その結果、反射型偏光板を薄型化すること
ができる。
【００７３】
　かかる表面層（２）４１の膜厚ｈ”として、より好ましくは０．０１～８００ｎｍ，更
に好ましくは０．０５～５００ｎｍ、最も好ましくは０．１０～３００ｎｍである。この
範囲に満たないと、表面層（２）４１としての特性が不十分となり、基材１と線状金属層
２との密着性が十分に得られず、その結果、線状金属層２が外力に対して容易に倒壊、剥
離してしまうため好ましくない。またこの範囲を超えると、表面層（２）４１が樹脂組成
物を主たる成分として構成される場合は、表面層（２）４１の平面性が低下するため、ま
た、表面層（２）４１が無機材料を主たる成分として構成される場合は、表面層（２）４
１にクラックが入りやすくなるため、面内において光学特性にムラが生じる場合があるた
め好ましくない。
【００７４】
　本発明の反射型偏光板（２）において、表面層（２）４１の膜厚ｈ”を上述の範囲とす
ることによって、高密着性と、光学特性の面内均一性を両立することができる。
【００７５】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、支持体となる基材１
としては、ガラス、金属などの無機基材、ポリエステル樹脂、ポリメチルメタクリレート
などのアクリル樹脂、脂環族ポリオレフィンなどのポリオレフィン樹脂、ポリカーボネー
トなどに代表される樹脂基材など、各種材質を用いることができる。ガラス、金属などの
無機基材を支持体として用いた場合には、平坦性や機械的強度、耐熱性に優れる反射型偏
光板とすることができる。また、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリオレフィン樹脂
、ポリカーボネート等に代表される可撓性のある樹脂基材を用いた場合には、さらに柔軟
性、軽量化、薄膜化、取扱性を付与することができるために、より好ましい。上記材質の
中でも、ポリエステル樹脂を主成分とする熱可塑性樹脂シートであることが好ましく、機
械的強度、耐熱性を向上させるためには、一軸延伸または二軸延伸ポリエステル樹脂シー
トであることが特に好ましい。二軸延伸されたポリエステル樹脂シートを用いると、機械
的強度および耐熱性を確保しながら、薄膜化、柔軟性および軽量化が達成可能となるため
最も好ましい支持体である。特に、無機基材であるガラスに比べ、薄膜化したときの耐衝
撃性に優れる。また延伸することによりシートに複屈折性が発現するため、前述したよう
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に入射光の偏光状態の偏りを解消し液晶表示装置などの輝度を向上させることができるた
め好ましい。
【００７６】
　ここで用いるポリエステル樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン
－２、６－ナフタレート、またはこれらをベースとしたその他成分との共重合体などのポ
リエステル樹脂が好ましく用いられる。またこのポリエステル樹脂を主成分とし、その他
の相溶性又は／及び非相溶性の成分を添加した樹脂組成物も好ましく用いられる。
【００７７】
　本発明の反射型偏光板（２）において、支持体となる基材１として、ポリエステル樹脂
を主成分とするシートの場合、基材１、線状金属層２への密着性、および、基材１の屈折
率Ｎ１と表面層（２）４１の屈折率Ｎ２との屈折率差ΔＮの制御が容易であるという点か
ら、表面層（２）４１を構成する材料は、樹脂の場合はポリエステル系樹脂がより好まし
い。
【００７８】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、支持体となる基材１
の厚みは、特に限定されないが、機械的強度および薄膜化の観点から、例えば、無機基材
の場合には０．１～３ｍｍ、樹脂基材の場合には５０μｍ～３ｍｍが好ましい。
【００７９】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、支持体となる基材１
は、それ自体が単層であっても複数の層からなる積層構造であってもよい。基材１を積層
構造とした場合、その他の機能を統合することができる。
【００８０】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）は、線状金属層２を片面のみに
形成させる場合、線状金属層２が形成されていない側の基材１表面に、空気－基材１界面
の屈折率差に由来して生じる光の反射を防止する反射防止層が形成されていることが好ま
しい。反射防止層を形成させることにより、線状金属層２が形成されていない面側の表面
に界面での不要な反射を抑制することができ、光線の利用効率をさらに高めることができ
る。反射防止層としては、反射を防止する性質を有する材料で形成して反射防止機能を発
揮してもよいし、その層を特定形状に形成することで反射防止機能を発揮してもよい。
【００８１】
　また、本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、基材１として
光拡散性を示す材質を用いることも、反射型偏光板と光拡散板との機能統合が達成できる
という点で好ましい構成となる。なお、光拡散性を発現させるためには、例えば、支持体
内部に粒子などを分散させたり、線状金属層２を形成していない面側に微粒子を含む材料
をコーティングしたり、凹凸形状を賦形したりすることなどで達成できる。基材１内部に
粒子などを分散させることによって、基材１自体に光拡散性を付与する場合、主に等方的
な光拡散効果を発現させることができるが、基材１表面に光拡散層を設ける場合は、表面
の形状を任意に設計できるため、等方的な拡散性以外に、任意の光拡散性を容易に制御す
ることができる。
【００８２】
　また、本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、基材１には、
１／４波長板の機能を付与することも好ましい。この場合、基材１側から光を入射させる
と、偏光板により反射された偏光は同時に円偏光に変換される。この円偏光は、面光源に
戻され、一部の偏光状態が解消されるが、反射によって逆周りに変換された円偏光を多く
含む状態で再び偏光板に戻ってくる。この逆回りの円偏光が基材１を通過すると、偏光板
を透過する直線偏光に変換されるため、光の利用効率を上げることができる
　また、基材１として、光吸収性を示す材質や光反射性を示す材質を用いることもできる
。その場合、特定の偏光成分を反射する偏光反射板として使用することができる。
【００８３】
　本発明の反射型偏光板（１）は、上述の基材１の表面に形成された線状凹凸構造１０を
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有する表面層（１）４０上に、線状凹凸構造１０と略平行でかつ間隔を開けて複数形成さ
れた線状金属層２が形成されていること特徴とするものである。それにより、細い金属ラ
インの長手方向とそれに垂直な方向の構造異方性に由来する光学的な異方性（偏光特性）
を発現させることができ、線状凹凸構造１０の長手方向に平行な偏光成分は反射され、垂
直な偏光成分が透過される反射型偏光板とすることができる。
【００８４】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）について、その線状金属層２の
形態を、図４～６を用いて説明する。
【００８５】
　図４は、本発明の反射型偏光板（１）において、断面が矩形の凸部１１を有する線状凹
凸構造１０上に線状金属層２が線状凹凸構造１０と略平行でかつ間隔を開けて複数形成さ
れている態様の例を示している。例えば、線状金属層２が、表面層からなる線状凹凸構造
１０の凸部１１の頂部に形成される場合（図４（ａ））、隣接する凸部１１間、すなわち
凹部１２に形成される場合（図４（ｂ））、凸部１１の側面に形成される場合（図４（ｃ
））、凸部１１の周囲に形成される場合（図４（ｄ））、またはこれらを組み合わせた形
状（図４（ｅ））に形成される場合などが好ましい例として挙げられる。
【００８６】
　また、図４（ｆ）は、図４（ａ）の断面形状をもつ基材１の斜視図を示しており、線状
金属層２が基材１の表面層からなる線状凹凸構造１０に沿って線状に形成されている様子
を表している。
【００８７】
　ここで、本発明の反射型偏光板（１）において、上述の形態のうち、図４（ａ）、（ｄ
）、（ｅ）の様に、少なくとも凸部１１頂部上に形成されていることが、後述するような
プロセスでより容易に線状金属層２が形成できるという点でより好ましい。
【００８８】
　また、図５は、本発明の反射型偏光板（２）において、平面状の表面層（２）４１が基
材１上に全面に形成され、かつその上に線状金属層２が間隔を開けて複数形成されている
態様の断面形状の例を示している。線状金属層２の断面形状としては、例えば、矩形（図
５（ａ））、台形（図５（ｂ））、三角形（図５（ｃ））またはそれらの角や側面が曲線
状であるもの（図５（ｄ）～（ｆ））、等が挙げられるが、これらに限定されることなく
、面内に線状金属層２が間隔を開けて複数形成されていれば好ましく用いることができる
。また、図５（ｇ）は、図５（ａ）の断面形状をもつ基材１の斜視図を示しており、線状
金属層２が基材１表面の平面状の表面層（２）４１上に線状に形成されている様子を表し
ている。
【００８９】
　また、図６は、本発明の反射型偏光板（２）において、表面層（２）４１が基材１上に
部分的に形成され、かつ該表面層（２）４１の上及び／又は表面層（２）４１の間に線状
金属層２が間隔を開けて複数形成されている態様の断面形状の例を示している。線状金属
層２の断面形状としては、線状金属層２が表面層（２）４１上に形成される場合（図６（
ａ）～（ｃ））、表面層（２）４１がある部分と無い部分の両方に形成される場合（図６
（ｅ）～（ｇ））、表面層（２）４１が無い部分に形成され表面層（２）４１と接してい
る場合（図６（ｄ））が挙げられる。これらの中で、図６（ａ）～（ｃ）、の様に、表面
層（２）４１のみに接して線状金属層２が形成されるのが、高密着性を得られるという点
でより好ましい。
【００９０】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、線状金属層２の膜厚
ｈ２は、適用する光の波長領域によって適宜選択される。たとえば、波長８００～４００
０ｎｍの近赤外・赤外光の波長領域に適用するためには、膜厚ｈ２が２０～８００ｎｍ、
また、波長４００～８００ｎｍの可視光の波長領域に適用するためには、膜厚ｈ２が１０
～２００ｎｍであることが好ましい。ここでいう線状金属層２の膜厚ｈ２とは、反射型偏
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光板（１）の場合には表面層（１）４０の凸部１１の高さ方向に測定した厚みであって、
表面層（１）４０の上の少なくとも一部に前記範囲を満たす膜厚で線状金属層２が形成さ
れていればよい。また、反射型偏光板（２）の場合は、表面層（２）４１と線状金属層２
との界面から、フィルムの厚み方向に測定した厚さである。可視光の波長領域に適用する
ためには、線状金属層２の膜厚ｈ２としてより好ましくは３０～２００ｎｍ、さらに好ま
しくは４０～２００ｎｍである。この範囲に満たないと、十分な偏光度を得ることができ
ないため好ましくない。またこの範囲をこえると線状金属層２の形成により凸幅が広がり
、その結果十分な開口率を確保できないため、透過率が低下するため好ましくない。
【００９１】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、線状金属層２の膜厚
ｈ２を上述の範囲とすることによって、高い偏光度と透過率を両立することができる。
【００９２】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、線状金属層２の長手
方向に垂直な断面における寸法などは、適用する光の波長領域によって適宜選択される。
たとえば、波長８００～４０００ｎｍの近赤外・赤外光の波長領域に適用するためには、
ピッチｐ２＝５０～８００ｎｍ、幅ｗ２＝２０～７８０ｎｍ、また、波長４００～８００
ｎｍの可視光の波長領域に適用するためにはピッチｐ２＝５０～４００ｎｍ、幅ｗ２＝２
０～３８０ｎｍで形成するのが好ましい。この寸法の線状金属層２が形成されることによ
り、それぞれ適用する光の波長領域において、高い偏光特性を発現する反射型偏光板を提
供することができる。
【００９３】
　特に、可視光の波長領域に適用する場合において、かかるピッチｐ２については、４０
０ｎｍを越えると、可視光の短波長領域の偏光度が低下することになり好ましくない。ま
た、ピッチｐ２が５０ｎｍを下回ると、線状金属層２を形成することが難しくなるため好
ましくない。かかるピッチｐ２として、より好ましくは７０～２００ｎｍ、更に好ましく
は８０～１６０ｎｍ、特に好ましくは８０～１４０ｎｍである。
【００９４】
　また、線状金属層２の幅ｗ２については、２０ｎｍより狭くなると、形成が困難となる
だけでなく、成形できたとしても、線状金属層２として機能しないことがあるため好まし
くない。また、かかる幅ｗ２は、近赤外光領域の波長領域に適用する場合は７８０ｎｍよ
りも太い場合、また可視光の波長領域に適用する場合においては３８０ｎｍよりも太い場
合のいずれにおいても、ピッチｐ２の範囲を考慮すると、開口率が非常に低くなり、光線
透過率が低くなるため好ましくない。したがって、かかる幅ｗ２については、近赤外光の
波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは２０～３００ｎｍ、最も好ましくは２０～
２００ｎｍ、また、可視光の波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは２０～１５０
ｎｍ、最も好ましくは２５～１００ｎｍである。
【００９５】
　かかるピッチｐ２および幅ｗ２は、面内において偏光特性の均一性を保つため、一定で
あることが好ましいが、前記範囲内において種々のピッチｐ２および幅ｗ２が混ざり合っ
ていてもよい。また、可視光領域に適用する形状で偏光板を作製すると、可視光領域だけ
でなく、より長波長である近赤外線領域や赤外線領域においても偏光特性を発現させるこ
とができ、近赤外線用または赤外線用の反射型偏光板としても使用可能である。
【００９６】
　ここで、本発明の反射型偏光板（１）において、高い光利用効率と高透過率を得るため
には、線状金属層２が凸部１１周辺だけに形成されること（例えば、図４（ａ）、（ｃ）
～（ｅ）など）がより好ましい。この場合、凸部１１上に形成された線状金属層２の膜厚
ｈ２と表面層からなる凸部１１の高さｈを足し合わせた高さは、４００ｎｍ以下であるこ
とがより好ましい。足し合わせた高さが、４００ｎｍを越えると偏光特性が光の入射角度
に依存することがあるため好ましくない。
【００９７】
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　本発明の反射型偏光板（１）において、凸部１１上に形成された線状金属層２の膜厚ｈ
２と凸部１１の高さｈを足し合わせた高さを上述の範囲とすることによって、光の入射角
度に依存せず、均一な偏光特性を得ることができる。
【００９８】
　また、本発明の反射型偏光板（１）において、線状金属層２および表面層からなる凸部
１１の総幅ＴＷは、凸部１１のピッチｐとの比、すなわちＴＷ／ｐが、０．１～０．７で
あることが好ましい。ここで、この比率を算出するために必要な総幅ＴＷならびにピッチ
ｐとは、基材１面に平行で、かつ、凹凸が繰り返される方向における線状金属層２長さが
最大となる同一平面で測定されるものとする。なお、図４（ａ），（ｄ），（ｅ）等の様
に、線状金属層３が凸部１１頂部全体に形成される場合、図５のように凸部１１が形成さ
れない場合は、線状金属層２の幅ｗ２でもって、ＴＷとする。より好ましくはＴＷ／ｐが
０．２～０．６、更に好ましくは０．３～０．６である。この比率が上記範囲を越える場
合には、光利用効率と透過率が低下するため好ましくない。またこの範囲に満たないと、
十分な偏光度を得ることができないため好ましくない。
【００９９】
　本発明の反射型偏光板（１）において、線状金属層２及び凸部１１の総幅ＴＷとピッチ
の比ＴＷ／ｐを上述の範囲とすることによって、高い偏光度と透過率を両立することがで
きる
また、本発明の反射型偏光板において、線状金属層２の膜厚ｈ２と幅ｗ２の比、すなわち
ｈ２／ｗ２が、０．５以上であることが好ましい。より好ましくは０．６以上、更に好ま
しくは０．７以上、特に好ましくは０．８以上、最も好ましくは１．０以上である。この
比率が０．５に満たない場合は、十分な偏光度が得られなかったり、十分な反射率が得ら
れず高い光利用効率を得ることができないため好ましくない。本発明の反射型偏光板にお
いて、線状金属層２の膜厚ｈ２と幅ｗ２の比、ｈ２／ｗ２を０．５以上とすることによっ
て、高い透過率と偏光度、光利用効率を兼ね備えた反射型偏光板とすることができる。
【０１００】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、線状金属層２は、「
高反射性金属からなる層」、及び／又は「高反射性金属粒子、及び／又は、高反射性金属
により被覆された粒子を含有する層」であることが好ましい。また、これらが混ざり合っ
た層でもよいし、積層された構造であってもよい。
【０１０１】
　ここで、「高反射性金属からなる層」とは、単一の金属または複数の金属からなる合金
からなる線状金属層２であり、一層若しくは異なる材質からなる二層以上の積層構造が好
ましく用いられる。異なる材質からなる二層以上の積層構造の場合には、少なくとも一層
が高反射性金属からなる層であればよく、例えば、反射性の低い金属酸化物などが線状金
属層２表面に積層されていてもよい。特に、酸化しやすい高反射性金属を用いる場合には
、予め保護層として線状金属層２表面に該金属の酸化物からなる層を形成し、経時安定性
を高めることは好ましく行われる。
【０１０２】
　また、「高反射性金属粒子、及び／又は、高反射性金属により被覆された粒子を含有す
る層」に含まれる高反射性金属粒子および高反射性金属により被覆された粒子は、粒子径
が１～１００ｎｍであることが好ましく、さらに好ましくは１～５０ｎｍである。ここで
いう粒子径とはメジアン径ｄ５０のことをいう。粒子径が１００ｎｍ以下の金属粒子は融
着温度が低下するため、例えば２００～３００℃での低温熱処理でも粒子が連結し始め、
金属としての特性を発現し光反射性が向上するため好ましい。また、粒子径が５０ｎｍ以
下になると、より低温かつ短時間の熱処理で粒子が融着するため、さらに好ましい。これ
ら粒子の形状は特に限定されることなく、いずれの形態であっても好ましく用いることが
できる。また、高反射性金属に被覆される内層の粒子は、例えば、アクリル樹脂などの架
橋樹脂粒子や、シリカ、アルミナなどの無機粒子など、特に限定されることなく好ましく
用いられる。これら高反射性金属粒子、高反射性金属粒子で被覆された粒子は、粒子単独



(19) JP 2008-181113 A 2008.8.7

10

20

30

40

50

、または粒子と分散剤の組み合わせ、さらには、粒子と分散剤とバインダーとなる熱可塑
性樹脂、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂のいずれか又はこれらの混合物を主成分とする樹脂
組成物と組み合わせられることにより、「高反射性金属粒子、及び／又は、高反射性金属
により被覆された粒子を含有する層」を形成することが好ましい。
【０１０３】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、かかる高反射性金属
としては、アルミニウム、クロム、銀、銅、ニッケル、白金および金からなる群より選ば
れる金属を含むことが好ましい。より好ましくはこれらの群の金属が主たる成分とするの
がよい。ここで、主たる成分とするとは線状金属層２中における該金属の含量が５０重量
％を超える場合をいう。また、高反射性とは、使用する光の波長領域において高い反射率
を示すことであり、具体的には表面が平滑な硼珪酸ガラス(ＢＫ－７)上に１００ｎｍの厚
さで形成させ、その線状金属層２側から入射させたときの反射率が、適用する波長領域全
体にわたって、７５％以上であることをいう。より好ましくは８０％以上、更に好ましく
は８５％以上である。反射率が上述の範囲に満たない金属を線状金属層２として用いた場
合、光学ロスが多くなり、光利用効率を十分に得ることができなかったり、光学ロスが小
さくても偏光度が低下することがあるため好ましくない。
【０１０４】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）において、上述の範囲内の反射
率を有する線状金属層２を使用することによって、光利用効率を高くできるだけでなく、
高い偏光度を得ることができる。前記金属のなかでは、アルミニウム、クロム、銀が、可
視光領域の全域に亘って反射率が高いためより好ましい。
【０１０５】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）は上述の構成からなるものであ
って、その特徴として、高透過率、高反射率でかつ高偏光度であることがあげられる。具
体的には、基材１側から測定した透過率が３０％以上、反射率が３０％以上で、かつ線状
金属層２側から測定した偏光度が９０％以上であるのが好ましい。より好ましくは基材１
側から測定した透過率が３５％以上、反射率が３５％以上、線状金属層２側から測定した
偏光度が９５％以上、さらに好ましくは基材１側から測定した透過率が３５％以上、反射
率が４０％以上、線状金属層２側から測定した偏光度が９９％以上、特に好ましくは透過
率が３５％以上、反射率が４０％以上、偏光度が９９．２％以上である。    
【０１０６】
　本発明の反射型偏光板（２）は下記工程（ａ－１）～工程（ａ－４）をこの順に行い製
造することができる。
工程（ａ－１）：表面層（２）４１を有する基材１を作製する工程（基材作製工程）
工程（ａ－２）：表面層（２）４１上に金属層を形成する工程（金属層形成工程）
工程（ａ－３）：線状金属層２上にレジストパターンを形成する工程（レジストパターン
形成工程）
工程（ａ－４）：金属層を部分的に除去する工程（選択的除去工程）。
【０１０７】
　また、本発明の反射型偏光板（１）は、上記製法での形成も可能であるが、下記工程（
ｂ－１）～工程（ｂ－３）をこの順に行い製造する方が、工程数が少なく、生産性に優れ
るという点で好ましい。
工程（ｂ－１）：表面層（１）４０を有する基材１を作製する工程（基材作製工程）
工程（ｂ－２）：表面層（１）４０に線状凹凸構造１０を形成する工程（パターン形成工
程）
工程（ｂ－３）：工程（ｂ－２）で作製した基材１上に線状金属層２を形成する工程（線
状金属層形成工程）。
【０１０８】
　以下、各工程について詳細を説明する。
【０１０９】
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　＜工程（ａ－１），工程（ｂ－１）：基材作製工程＞
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）の製造方法において、基材１が
樹脂基材である場合の形成方法としては、基材１形成用材料を押出機内で加熱溶融し、口
金から冷却したキャストドラム等の上に押し出してシート状に加工する方法（溶融キャス
ト法）を使用することができる。その他の方法として、基材１形成用材料を溶媒に溶解さ
せ、その溶液を口金からキャストドラム、エンドレスベルト等の支持体上に押し出して膜
状とし、次いでかかる膜層から溶媒を乾燥除去させてシート状に加工する方法（溶液キャ
スト法）等も使用することができる。
【０１１０】
　また、基材１上に表面層（１）４０または表面層（２）４１を形成する方法としては、
表面層（１）４０または表面層（２）４１が熱可塑性樹脂からなる場合は、単膜で作製し
た基材１に表面層（１）４０、または表面層（２）４１の原料を押出機に投入して溶融押
出して口金から押出しながらラミネートする方法（溶融ラミネート法）、基材１と表面層
（１）４０、または表面層（２）４１をそれぞれ別々に単膜作製し、加熱されたロール群
などにより熱圧着する方法（熱ラミネート法）、接着剤を介して張り合わせる方法（接着
法）、その他、表面層（１）４０、または表面層（２）４１用材料を溶媒に溶解させ、そ
の溶液を基材上に塗布する方法（コーティング法）等を使用することができる。
【０１１１】
　また、基材１が樹脂基材である場合、二つの異なる熱可塑性樹脂を二台の押出機に投入
し、溶融して口金から冷却したキャストドラム上に共押出してシート状に加工し、基材１
と表面層（１）４０、または表面層（２）４１を同時に形成する方法（共押出法）を使用
することができる。
【０１１２】
　また、表面層（１）４０、または表面層（２）４１の材料が光硬化性樹脂、熱硬化性樹
脂の場合は、上述の方法のうち、接着法、コーティング法が好ましく用いられる。
【０１１３】
　基材１としては、易接着層などの塗布層を形成したものが表面層（１）４０、または表
面層（２）４１との接着力の点で好ましく用いられる。この場合、塗布層を構成する樹脂
としては、例えばポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリウ
レタン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、アクリル系樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂
、メラミン樹脂、ケイ素樹脂等の熱可塑性樹脂、およびそれらの混合物等を、用いる基材
１、表面層（１）４０または表面層（２）４１に応じて適宜選択して用いられるが、基材
１として二軸延伸ポリエステルフィルムを用いた場合は、密着性の点からポリエステル系
樹脂を主たる成分としたものが好ましく用いられる。ここでいう主たる成分とは、塗布層
を構成する熱可塑性樹脂のうち、ポリエステル系樹脂が、好ましくは５０重量％以上、よ
り好ましくは６０重量％以上、最も好ましくは７０重量％以上から成ることを示すもので
ある。
【０１１４】
　また、基材１と塗布層との密着性向上、耐ブロッキング防止等の点で、かかる塗布層に
、架橋剤を含有するのが好ましい。かかる架橋剤としては、塗布層を構成する樹脂に存在
する官能基、例えばヒドロキシル基、カルボキシル基、グリシジル基、アミド基等と架橋
反応する樹脂や化合物が好ましく用いられ、その例としてはメチロール化あるいはアルキ
ロール化した尿素系、メラミン系、アクリルアミド系、ポリアミド系樹脂及びエポキシ化
合物、イソシアネート化合物、カップリング剤、アジリジン化合物、オキサゾリン化合物
等、及びそれらの混合物等を使用することができる。
【０１１５】
　かかる架橋剤種類、および含有量は、基材１、表面層（１）４０または表面層（２）４
１、塗布層を構成する樹脂、架橋剤の種類等によって適宜選択されるが、通常は樹脂固形
分１００重量部に対し、好ましくは０．０１～５０重量部、より好ましくは０．２～３０
重量部の範囲がよい。また、かかる架橋剤には、触媒を併用して架橋反応を促進させるこ
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とも好ましく行われる。なお、架橋反応方式としては、加熱方式、電磁波照射方式、吸湿
方式などのいずれでも構わないが、通常は加熱による方法が好ましく用いられる。
【０１１６】
　また、かかる塗布層には、塗布層の滑り性改良や、耐ブロッキング性のために微粒子を
含有するのが好ましい。その例として、無機微粒子や有機微粒子などを使用することがで
きる。かかる無機微粒子としては、例えば、金、銀、銅、白金、パラジウム、レニウム、
バナジウム、オスミウム、コバルト、鉄、亜鉛、ルテニウム、プラセオジウム、クロム、
ニッケル、アルミニウム、スズ、亜鉛、チタン、タンタル、ジルコニウム、アンチモン、
インジウム、イットリウム、ランタニウム等の金属、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化セシウ
ム、酸化アンチモン、酸化スズ 、インジウム・スズ酸化物、酸化イットリウム 、酸化ラ
ンタニウム 、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム 、酸化ケイ素等の金属酸化物、フッ
化リチウム、フッ化マグネシウム 、フッ化アルミニウム 、氷晶石等の金属フッ化物、リ
ン酸カルシウム等の金属リン酸塩、炭酸カルシウム等の炭酸塩、硫酸バリウム等の硫酸塩
、その他タルクおよびカオリンなどを用いることができる。
【０１１７】
　また、有機微粒子としては、架橋スチレンや架橋アクリルなどの架橋微粒子の他、塗布
層を構成する熱可塑性樹脂に対して非相溶だが、微分散して海島構造を形成する熱可塑性
樹脂も微粒子として用いることもできる。かかる微粒子の形状としては、真球状、回転楕
円体状、扁平体状、数珠状、板状または針状等のものを用いることができるが、特に限定
されない。かかる微粒子の平均粒径は０．０５～１５μｍが分散性、滑り性、耐ブロッキ
ング性の点から好ましく、０．１～１０μｍがより好ましい。また、かかる微粒子の添加
量は任意であるが、通常は樹脂固形分１００重量部に対し、好ましくは０．１重量部～５
０重量部、より好ましくは１～３０重量部である。
【０１１８】
　また、かかる塗布層には、効果が失われない範囲内で、必要に応じて、各種の添加剤を
加えることができる。添加配合することができる添加剤の例としては、例えば、分散剤、
染料、蛍光増白剤、酸化防止剤、耐候剤、帯電防止剤、重合禁止剤、増粘剤、消泡剤、紫
外線吸収剤、レベリング剤、ｐＨ調整剤および塩などを使用することができる。
【０１１９】
　上記塗布層を基材１上へ形成する方法としては、上述の塗布層を構成する材料を溶媒に
溶解／分散させた塗液を基材１上に塗布、乾燥する手法が好ましく用いられる。この際、
用いる溶媒は任意であるが、安全性の点から水を主たる成分として用いることが好ましい
。その場合、塗布性や、溶解性などの改良のため、水に溶解する有機溶剤を少量添加させ
ても構わない。
【０１２０】
　かかる有機溶剤の例として、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアル
コール、ｎ－プロピルアルコール、ｎ―ブチルアルコールなどの脂肪族または脂環族アル
コール類、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコールなどのジ
オール類、メチルセロソロブ、エチルセロソロブプロピレングリコールモノメチルエーテ
ルなどのジオール誘導体、ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類、酢酸メチ
ル、酢酸エチル、酢酸アミルなどのエステル類、アセトン、メチルエチルケトン等のケト
ン類、Ｎ－メチルピロリドンなどのアミド類など、および、これらの混合物を使用するこ
とができるが、これらに限定されない。
【０１２１】
　かかる塗布層を基材１に塗設する方法としては、基材１の製膜中に塗設するインライン
コーティング法、製膜後の原反に塗設するオフラインコーティング法があげられ、どちら
でも用いることが出来るが、より好ましくは基材１上に製膜と同時にできて効率的であり
、かつ塗布層の基材１上への密着性が高いという理由からインラインコーティング法が好
ましく用いられる。また、塗設する際には、塗布液の基材１上への濡れ性向上、接着力向
上の観点から基材１表面へコロナ処理なども好ましく行われる。
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【０１２２】
　また、基材１として、一軸もしくは、二軸延伸したフィルム基材を選択した場合、表面
層（１）４０または表面層（２）４１の形成方法として、上述の溶融ラミネート法、熱ラ
ミネート法、コーティング法等の方法の他に、表面層（１）４０または表面層（２）４１
が熱可塑性樹脂からなる場合においては、二台の押出機に表面層（１）４０または表面層
（２）４１用材料と、基材１形成用のポリエステル材料をそれぞれ投入し、溶融して口金
から冷却したキャストドラム上に共押出して、二軸延伸した後、熱処理を施す方法（共押
出二軸延伸法）も好ましく行われる。
【０１２３】
　二軸延伸する方法としては、長手方向と幅方向の延伸とを分離して行う逐次二軸延伸方
法や、長手方向と幅方向の延伸を同時に行う同時二軸延伸方法のどちらであっても構わな
い。
【０１２４】
　また、熱処理工程における熱処理温度Ｔａは、表面層（１）４０または表面層（２）４
１の融点（もしくは軟化点）をＴｍ１、基材１の融点をＴｍ２とした時に、Ｔｍ２＞Ｔａ
＞Ｔｍ１とすることが好ましい。この温度範囲で熱処理を行うことで、基材１を熱固定し
て機械的強度を付与すると同時に、表面層（１）４０または表面層（２）４１を溶融させ
て均一化し、易成形性を付与することができる。
【０１２５】
　また、表面層（１）４０または表面層（２）４１が無機材料から形成される場合は、蒸
着法、スパッタ法などの乾式法、コーティング法、めっき法、などの湿式法などが好まし
く用いられる。この中でも、これら上述した方法のうちでは、表面層の膜厚、膜質の制御
が容易な、蒸着法およびスパッタ法などの乾式法が、より好ましい形成方法である。
【０１２６】
　乾式法による表面層（１）４０または表面層（２）４１の形成方法の例としては、抵抗
加熱蒸着、電子ビーム蒸着、誘導加熱蒸着および、これらにプラズマやイオンビームによ
るアシスト法などの真空蒸着法、反応性スパッタリング法、イオンビームスパッタリング
法ＥＣＲ（電子サイクロトロン）スパッタリング法などのスパッタリング法、イオンプレ
ーティング法などの物理的気相成長法（ＰＶＤ法）、熱や光、プラズマなどを利用した化
学的気相成長法（ＣＶＤ法）、などが挙げられる。
【０１２７】
　＜工程（ｂ－２）：パターン形成工程＞
　本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、工程（ｂ－１）により得られた表面
層（１）４０を有する基材１を用いて、基材１の少なくとも片側表面に、線状凹凸構造１
０を形成する。
【０１２８】
　本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、表面層（１）４０からなる線状凹凸
構造１０の形成方法としては、半導体製造プロセス等で用いられるフォトリソグラフィー
やエッチング法、サンドブラスト法、金型賦形による方法などを用いることが可能である
。これらのうち、フォトリソグラフィーや、エッチング法は、プロセスが複雑であり、サ
ンドブラスト法は形成されるパターンの精度が低いので、表面層（１）４０が樹脂組成物
からなる場合においては、生産性およびコストの面で金型転写法による賦形が好ましい。
すなわち、加熱・加圧または電磁波照射を用いた金型転写により基材１表面に、表面層（
１）４０からなる線状凹凸構造１０を形成するのが好ましい。加熱・加圧を用いた方法に
おいては、図７（ａ）に示すように、表面層（１）４０を有する基材１と金型５０を重ね
て加熱・加圧し、離型することにより、基材１表面に金型形状が転写される。このとき、
少なくとも表面層（１）４０が熱可塑性樹脂または熱硬化性樹脂で構成されているのが好
ましい。また、電磁波照射を用いた方法においては、図７（ｂ）に示すように、金型５０
に光硬化性樹脂を直接充填、または表面層（１）４０が形成された基材１に金型５０を押
しあてることで金型５０に表面層（１）４０を充填し、基材と重ね合わせて電磁波照射を
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行い、樹脂を硬化させ、離型することによって金型５０形状を転写する。少なくとも表面
層（１）４０が電磁波、例えば紫外線、可視光、電子線により硬化する樹脂により構成さ
れているのが好ましい。
【０１２９】
　本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において線状凹凸構造１０を形成するために用
いる金型５０の作製方法としては、特に限定されるものではないが、本発明の反射型偏光
板の寸法を鑑みると、Ｘ線、電子線、紫外線、または紫外線レーザーなどを用いて、金型
材質上に形成したレジスト層をパターニングし、その後にエッチングなどの工程を経て作
製するのが好ましい。
【０１３０】
　かかる金型５０の材質としては、ガラス、シリコン、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、あるい
はニッケル（Ｎｉ）など各種材料を利用でき、特に限定されるものではないが、金型５０
の加工性の点から、シリコンやガラス、離形性と耐久性からはステンレス鋼（ＳＵＳ）、
ニッケル（Ｎｉ）などの金属材質が好ましい。
【０１３１】
　かかる金型５０は、上述の材質をそのまま用いても構わないが、金型転写後に成形品を
容易に離型できるように、金型５０の表面を表面処理剤で処理し、易滑性を付与するのが
好ましい。表面処理後の金型５０の表層の接触角は、好ましくは８０°以上、より好まし
くは１００°以上である。
【０１３２】
　かかる金型５０の表面処理の方法としては、表面処理剤を金型５０表面に化学結合させ
る方法（化学吸着法）や、表面処理剤を金型５０表面に物理的に吸着させる方法（物理吸
着法）等を使用することができる。この中で、表面処理効果のくり返し耐久性、および成
形品への汚染防止の観点から化学吸着法により表面処理するのが好ましい。
【０１３３】
　かかる化学吸着法に用いられる表面処理剤の好ましい例としては、フッ素系シランカッ
プリング剤を使用することができる。これを用いた表面処理方法としては、まず、有機溶
剤（アセトン、エタノール等）中での超音波処理や、硫酸等の酸、過酸化水素等の過酸化
物の溶液中での煮沸などにより金型５０の表面を洗浄した後、フッ素系シランカップリン
グ剤をフッ素系溶剤に溶解させた溶液に浸漬する方法（湿式法）や真空蒸着させて金型５
０表面に析出させる方法（乾式法）などを使用することができる。湿式法の場合には、浸
漬時に溶液を加熱することも好ましく行われる。浸漬時には、溶液を加熱することも好ま
しく行われる。また、浸漬後に加熱処理することも好ましく行われる。
【０１３４】
　上記金型５０を用いて、基材１表面に、表面層（１）４０からなる線状凹凸構造１０を
形成する方法の例を、図７を用いてより詳細に説明する。
【０１３５】
　図７（ａ）は加熱・加圧を用いて金型賦形する場合の例を示すものである。表面凹凸構
造１０を形成するための表面層（１）４０を有する基材１と、金型５０の少なくとも一方
を、表面層（１）４０のガラス転移温度Ｔｇ２以上融点Ｔｍ未満の温度範囲内に加熱し（
図７（ａ－１））、表面層（１）４０と金型５０を接近させ、そのまま所定圧力でプレス
、所定時間保持する（図７（ａ－２））。次にプレスした状態を保持したまま降温する。
最後にプレス圧力を解放して金型５０から基材１を離型する（図７（ａ－３））。
【０１３６】
　かかる加熱・加圧を用いて金型賦形する場合において、加熱温度およびプレス温度（Ｔ
１）はＴｇ２～Ｔｇ２＋６０℃の範囲内であることが好ましい。この範囲に満たないと、
表面層（１）４０が十分に軟化していないため、金型５０をプレスしたときの変形が起こ
りにくくなり、成形に必要な圧力が非常に高くなる。またこの範囲を上回ると、加熱温度
、およびプレス温度Ｔ１が高くエネルギー的に非効率であり、また、金型５０と表面層（
１）４０の加熱／冷却時の体積変動量の差が大きくなりすぎて、表面層（１）４０が金型
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５０に噛み込んで離型できなくなったり、また離型できたとしてもパターンの精度が低下
したり、部分的にパターンが欠けてしまう等の理由により好ましくない。本発明の表面賦
形方法においては、加熱温度およびプレス温度（Ｔ１）をこの範囲とすることで、良好な
成形性と、離型性を両立することができる。　
【０１３７】
　また、かかる加熱・加圧を用いて金型賦形する場合において、プレス圧力は、プレス温
度Ｔ１での表面層（１）４０の弾性率等により適宜調整されるが、好ましくは０．５～５
０ＭＰａ、より好ましくは１～３０ＭＰａである。この範囲に満たないと金型５０内への
樹脂の充填が不十分となりパターン精度が低下する。またこの範囲を超えると、必要とす
る荷重が大きくなり、金型５０への負荷が大きく、くり返し使用耐久性が低下するため好
ましくない。プレス圧力をこの範囲とすることで、良好な転写性を得ることができる。
【０１３８】
　また、かかる加熱・加圧を用いて金型賦形する場合において、プレス圧力保持時間は、
プレス温度Ｔ１での表面層（１）４０の弾性率の値等と成形圧力により適宜調整されるが
、平板プレスの場合、１０秒～１０分が好ましい。この範囲に満たないと金型５０内への
樹脂の充填が不十分となりパターン精度が低下したり、面内均一性が低下する。またこの
範囲を超えると、樹脂の熱分解による劣化などが起こり成形品の機械的強度が低下する可
能性があるため好ましくない。保持時間をこの範囲とすることで良好な転写性と、成形品
の機械的強度の両立ができる。ただし、ロールｔｏロール成形の場合はプレス時間が１０
秒以下であっても構わない。
【０１３９】
　また、かかる加熱・加圧を用いて金型賦形する場合において、プレス圧力開放温度Ｔ２
は、Ｔｇ２－１０℃～Ｔｇ２＋３０℃の温度範囲内で、プレス温度Ｔ１より低いのが好ま
しく、より好ましくはＴｇ２－１０℃～Ｔｇ２＋３０℃である。この範囲に満たないと、
プレス時の樹脂の変形が残留応力として残り、離型時にパターンが崩壊したり、離型でき
たとしても成形品の熱的な安定性が低下するため好ましくない。またこの範囲を上回ると
、圧力解放時の樹脂の流動性が高いため、パターンが変形したりして転写精度が低下した
りするため好ましくない。プレス圧力開放温度Ｔ２をこの範囲とすることによって、良好
な転写性と離型性とを両立することができる。
【０１４０】
　また、かかる加熱・加圧を用いて金型賦形する場合において、離型温度Ｔ３は２０℃～
Ｔ２℃の温度範囲内であることが好ましく、より好ましくは２０℃～Ｔｇ２℃の温度範囲
、最も好ましくは２０℃～Ｔｓ℃（ただしＴｓ＜Ｔｇ２）の温度範囲である。この範囲を
上回ると、離型時の樹脂の流動性が高かったり、表面が軟化して粘着性を有していたりし
て、離型時にパターンが変形して精度が低下することがあるため好ましくない。離型時の
温度をこの範囲とすることによって、パターン精度よく離型することができる。
【０１４１】
　図７（ｂ）は電磁波照射を用いて金型賦形する場合の例を示すものである。基材１上に
形成された表面層（１）４０と、転写すべきパターンと反転した凹凸を有する金型５０と
を、表面層（１）４０と金型５０を接近させ、もしくは表面層（１）４０を直接充填させ
た金型５０に基材１とを接近させ、（図７（ｂ－１））、そのまま所定圧力でプレスした
後、金型５０側もしくは基材１側のいずれかから電磁波を照射して表面層（１）４０を硬
化させる（図７（ｂ－２））。次にプレス圧力を解放して金型５０を離型する（図７（ａ
－３））。
【０１４２】
　かかる電磁波照射を用いた金型転写により賦形する場合において、プレス圧力は、賦形
温度での表面層（１）４０の粘度等に依存するが、好ましくは０．０５～１０ＭＰａ、よ
り好ましくは０．１～５ＭＰａである。この範囲に満たないと金型５０内への樹脂の充填
が不十分となりパターン精度が低下する。またこの範囲を超えると、必要とする荷重が大
きくなり、金型５０への負荷が大きく、くり返し使用耐久性が低下するため好ましくない
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。プレス圧力をこの範囲とすることで、良好な転写性を得ることができる。
【０１４３】
　かかる電磁波照射を用いた金型転写により賦形する場合において、電磁波の照射量は、
積算エネルギー照射する波長での材料の吸光率などに依存するが、１０～５０００ｍＪ／
ｃｍ２である。この範囲に満たないと樹脂の硬化が不十分となりパターン精度が低下した
り、離型時に強度が不足して、離型応力により破断したりするため、成形面内均一性が低
下する。またこの範囲を超えると、硬化しすぎて、硬化収縮のためカールが起こったりす
る可能性があるため好ましくない。電磁波の照射量をこの範囲とすることで良好な転写性
と、成形品の機械的強度の両立ができる。
【０１４４】
　かかる電磁波照射を用いた金型転写により賦形する場合において、一連の工程中の温度
は特に制限はないが、プレス温度としては室温～２００℃、より好ましくは室温～１５０
℃、最も好ましくは室温～１００℃である。この温度より高いと、樹脂の流動性が高くな
りすぎて、プレス前に流れてしまったり、プレス前に樹脂が硬化してしまい、成形が不十
分となるため好ましくない。また、離型温度Ｔ３は硬化物のガラス転移温度Ｔｇ３以下が
よく、より好ましくはＴｇ３－１０℃、最も好ましくはＴｇ３－２０℃である。この範囲
を上回ると、離型時の樹脂の流動性が高かったり、表面が軟化して粘着性を有していたり
して、離型時にパターンが変形して精度が低下することがあるため好ましくない。離型時
の温度をこの範囲とすることによって、パターン精度よく離型することができる。
【０１４５】
　かかる電磁波照射を用いた金型転写により賦形する場合において、金型賦形して得た基
材１に熱処理を施すことによって、さらに、硬化度を向上することができる。その方法と
しては、前述の金型５０のプレス時に金型５０もしくは表面層（１）４０の少なくとも一
方加熱しておく方法、電磁波照射による硬化後離型前に金型５０もしくは表面層（１）４
０の少なくとも一方加熱する方法、パターン形成工程後に熱処理を行う方法、いずれも好
適に用いられる。そのうち、金型プレス時の金型温度Ｔ１もしくは積層体１の温度Ｔ２の
少なくとも一方を加熱しておく方法は、工程数を減らすことができるため好適に行われる
。また、硬化度をさらに高めるために、これらを組み合わせて行っても構わない。
【０１４６】
　本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、パターン形成方法としては上述の方
法があげられるが、図７に示したような平版をプレスする方法（平版プレス法）の他に、
表面に凹凸を形成したロール状の金型を用いて、ロール状シートに成形し、ロール状の成
形体を得るロールｔｏロールの連続成形であってもよい。ロールｔｏロール連続成形の場
合、生産性の点で平版プレス法より優れている。
【０１４７】
　＜工程（ａ－２）：金属層形成工程，工程（ｂ－３）：線状金属層形成工程＞
　反射型偏光板（２）の製造方法において、工程（ａ－１）により表面層（２）４１を形
成した基材に全面に金属層を形成する。また，反射型偏光板（１）の製造方法おいては、
工程（ｂ－２）により、少なくとも基材１片側表面に、線状凹凸構造１０を形成した表面
層（１）４０上に、間隔を開けて複数の線状金属層２を形成させることにより本発明の反
射型偏光板（１）を形成することができる。
【０１４８】
　本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、線状金属層２を形成させる方法、ま
たは反射型偏光板（２）の製造方法において、基材全面に金属層を形成する方法としては
、蒸着法、スパッタ法などの乾式法、コーティング法、めっき法、などの湿式法などが好
ましく用いられる。
【０１４９】
　本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、蒸着法およびスパッタ法などの乾式
法については、基材１と金属源との角度を制御することで、表面層からなる線状凹凸構造
１０の凸部１１周辺だけに線状金属層２を形成することが可能であり、位置選択的に線状
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金属層２を形成するための有効な手段である。ここで、基材１と金属源との角度を制御す
るとは、基材１面の法線方向に対する金属原の角度を制御することをいい、たとえば図８
に示すように、法線方向に対して斜め方向で、かつ、該線状凹凸構造１０の長手方向に対
して垂直な方向から蒸着またはスパッタすることが好ましい。
【０１５０】
　次に、コーティング法は、金属粒子もしくは金属により被覆された粒子を含有した塗剤
を基材１上に塗布することにより、反射型偏光板（１）の製造方法においては、線状金属
層２を形成する、または反射型偏光板（２）の製造方法においては、基材全面に金属層２
を形成するものであり、反射型偏光板（１）の製造方法においては塗膜厚み、溶媒の極性
、塗布条件を制御することにより、線状凹凸構造１０と略平行にかつ間隔を開けて複数の
線状金属層２の形成が可能となる。
【０１５１】
　また、めっき法については、固体表面に外部電源を用いて金属などを電気的に析出(電
着)させる電解めっき法、金属層を化学的に還元析出させる無電解めっき法、等があげら
れる。めっき法については、反射型偏光板（１）の製造方法においては基材１に線状金属
層２を、反射型偏光板（２）の製造方法においては基材全面に金属層２を蒸着等により形
成した後、めっきを成長させたり、または銀やパラジウム等の触媒となる微粒子を基材１
上にコーティングした後にめっきを成長させるなどが挙げられる。例えば、表面層からな
る線状凹凸構造１０の凹部１２に触媒となる金属粒子を充填させた後、無電解めっきすれ
ば、凹部１２のみに線状金属層２が形成される。
【０１５２】
　これら上述した方法のうちでは、反射型偏光板（１）の製造方法においては線状金属層
２の形成位置が制御しやすく、かつ形成される線状金属層２の金属性が高い、反射型偏光
板（２）の製造方法においては、表面層の膜厚、膜質の制御が容易という理由から、蒸着
法およびスパッタ法などの乾式法が、より好ましい形成方法である。
【０１５３】
　乾式法による線状金属層２または金属層の形成方法の例としては、抵抗加熱蒸着、電子
ビーム蒸着、誘導加熱蒸着および、これらにプラズマやイオンビームによるアシスト法な
どの真空蒸着法、反応性スパッタリング法、イオンビームスパッタリング法ＥＣＲ（電子
サイクロトロン）スパッタリング法などのスパッタリング法、イオンプレーティング法な
どの物理的気相成長法（ＰＶＤ法）、熱や光、プラズマなどを利用した化学的気相成長法
（ＣＶＤ法）、などが挙げられる。この中でも、金属性の高い緻密な膜を形成でき、かつ
反射型偏光板（１）の製造方法においては線状金属層２を高選択的に形成できるという点
で、電子ビーム蒸着法、および電子ビーム法に種々のアシスト法を組み合わせた方法が好
ましい。
【０１５４】
　かかる真空蒸着法による線状金属層２または金属層の形成において、系内の真空度は好
ましくは８．０×１０－４Ｐａ以下，より好ましくは１．０×１０－４Ｐａ以下，更に好
ましくは５．０×１０－５Ｐａ以下である。本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏
光板（２）の製造方法において、蒸着時の真空度を上述の範囲内とすることで、緻密な膜
を選択的に形成し易くなり、その結果、高光学特性の反射型偏光板を得ることができる。
【０１５５】
　かかる真空蒸着法による線状金属層２または金属層の形成において、蒸着速度は好まし
くは２オングストローム／ｓｅｃ以上，より好ましくは５オングストローム／ｓｅｃ以上
，更に好ましくは１０オングストローム／ｓｅｃ以上である。本発明の反射型偏光板製造
方法において、蒸着速度を上述の範囲内とすることで、緻密な膜を選択的に形成し易くな
り、その結果、高光学特性の反射型偏光板を得ることができる。
【０１５６】
　本発明の反射型偏光板（２）の製造方法においては、蒸着角度θ、すなわち蒸着時の基
材１の法線方向と蒸着源の方向がなす角度はどの様な角度でも構わないが、本発明の反射
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型偏光板（１）の製造方法においては、蒸着角度θは基材１表面に形成した線状凹凸構造
１０に依存する。ここでいう蒸着角度θとは、蒸着時の基材１の法線方向と蒸着源の方向
がなす角度のことであるが、好ましくは、図８に示すように、金属の蒸着方向Ｍ１が、基
材面の法線Ｌ３と、基材１面に平行でかつ線状凹凸構造１０の長手方向に垂直な線Ｌ２と
からなる面内に含まれることがよい。
【０１５７】
　金属の蒸着方向Ｍ１が、基材面の法線Ｌ３と、基材１面に平行でかつ線状凹凸構造１０
の長手方向に垂直な線Ｌ２とからなる面内に含まれる場合において、上述の蒸着角度θ（
°）は、線状金属層２の形成中に一定であっても良く、変化させても構わない。蒸着角度
θが一定である場合、ｔａｎθ≧（ｐ－ｗ）／ｈとなるのが好ましい。より好ましくはｔ
ａｎ（θ－５°）≧（ｐ－ｗ）／ｈ、さらに好ましくは蒸着角度ｔａｎ（θ－１０°）≧
（ｐ－ｗ）／ｈ以上である。この範囲に満たないと、線状金属層２の選択的形成が困難と
なり、光学特性が低下することがあるため好ましくない。
【０１５８】
　本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、蒸着角度θを上記範囲にすることに
よって、高選択的に金属を付着させることが可能となり、その結果、高光学特性の反射型
偏光板を得ることができる。
【０１５９】
　また、蒸着角度θを変化させた場合は、蒸着角度θを一定にした方法と比べ、凹部への
付着をおさえつつ、線状金属層２を厚み方向により高く形成することが可能となり、その
結果、得られる高透過率を維持したまま、より、偏光分離特性に優れた反射型偏光板を得
ることができる。
【０１６０】
　この場合、蒸着角度θは形成初期において、上述の範囲を満たしていれば良く、形成中
期後期にかけて、ｔａｎθ＜（ｐ－ｗ）／ｈとなっても構わない。
【０１６１】
　蒸着角度θを変化させる場合、形成初期の段階においては、図１４に示すように蒸着角
度θが小さくなる方向に基材角度を変化させるのが好ましい。このように変化させること
によって、形成初期には凹部への付着を抑えることが可能となり、また、形成を進行させ
るにつれ、厚み方向に高く線状金属層２を形成することが可能となる。
【０１６２】
　また、蒸着角度θを変化させる場合、断続的に変化させても良いし、連続的に変化させ
ても構わない。
【０１６３】
　形成角度θを変化させる方法としては、基材角度可変機構を有する装置を用いて蒸着角
度θを変化させても良いし、蒸着源がロール状ドラムの回転中心軸を含みかつ水平面に対
し垂直な面内にない位置に配置されたロールｔｏロール型蒸着装置を用いて、基材をロー
ル状ドラムの外周に沿って設置し、ロールを回転させることにより蒸着角度θを変化させ
ても良い。ここで、ロールｔｏロール型蒸着装置を用いた場合は、連続プロセスとするこ
とが可能となるため、生産性の点からより好ましい。すなわち、図１５に示すように、基
材がロール状ドラムに沿って進行するにつれて、蒸着角度θをθ１からθ２へと連続的に
小さくすることができる。
【０１６４】
　本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、基材１と蒸着源間の距離は好ましく
は１５ｃｍ以上、より好ましくは２０ｃｍ以上である。本発明の反射型偏光板（１）の製
造方法において、基材１と蒸着源間の距離を上述の範囲とすることによって、偏光板面内
での光学特性が均一になり易くなる。
【０１６５】
　＜工程（ａ－３）：レジストパターン形成工程＞
　本発明の反射型偏光板（２）の製造方法において、工程（ａ－２）にて形成した金属層
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上にレジストパターンを形成する。
【０１６６】
　その方法としては、まず、金属層上に電磁波照射により架橋、もしくは分解可能な化合
物を含む材料からなる薄膜を形成し、その薄膜にフォトマスクを用いた露光、電子ビーム
描画、干渉露光などの手法により、部分的に架橋もしくは分解させ、次いで、溶媒を用い
て、露光部もしくは非露光部を選択的に溶解させることにより形成させることができる。
【０１６７】
　また、その他の方法としては、工程（ｂ－２）で挙げたような加熱・加圧または電磁波
照射を用いた金型転写によっても形成することができる。その具体的な方法は、金属層上
に熱可塑性を有する材料や、加熱もしくは電磁波照射により架橋可能な材料の薄膜を形成
し、その形成した薄膜に工程（ｂ－２）と同様の方法で金型形状を転写することにより形
成することができる。
【０１６８】
　ここで、金型転写でレジストパターンを形成する場合、形成した樹脂の凹凸形状の凹部
底面には一般的に樹脂が残るため、そのままでは続く選択的除去工程において、金属層を
選択的除去することが困難である。そのため、凹部に残存する樹脂を除去し、部分的に金
属層を露出することも好ましく行われる。その方法としてはドライエッチング、ウェット
エッチング等の公知の方法を用いて行うことができる。
【０１６９】
　上述の方法により形成されたレジストパターンは、そのままで続く工程（ａ－４）：選
択的除去工程に用いることが可能であるが、そのレジストパターンを元にリフトオフを行
うことで、金属層上に別の金属パターンを形成する事も好ましく行われる。この場合、レ
ジストパターンをそのまま用いる場合と比べて、工程（ａ－４）：選択的除去工程におけ
る除去の選択性を高めることができ、その結果、高光学特性の反射型偏光板を形成できる
ため好ましく行われる。
【０１７０】
　＜工程（ａ－４）：選択的除去工程＞
　本発明の反射型偏光板（２）の製造方法において、工程（ａ－３）にて金属層上に形成
したレジストパターン（もしくはレジストパターンを元にリフトオフして形成した金属パ
ターン）を元に、金属層を部分的に除去することにより線状金属層２を形成することで、
目的とする反射型偏光板を形成することができる。
【０１７１】
　その方法としてはドライエッチング法、ウエットエッチング法、サンドブラスト法など
を用いることができる。この中で、高選択的に線状金属層２を形成できるという点で、ド
ライエッチング法が好ましい。ドライエッチングに用いられるガスは金属層および、レジ
ストパターン（もしくはレジストパターンを元にリフトオフして形成した金属パターン）
の材質により、適宜選択される。
【０１７２】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）は、上述の工程により形成され
るが、形成したパターンの機械的強度を高めたり、表面に耐摩擦性を付与するために、形
成したパターンの表面や、パターンが形成されている面全面に透明樹脂や、金属酸化膜な
どによる保護膜を形成したり、形成したパターンの間の凹部１２に透明樹脂を充填したり
してもよい。用いることができる透明樹脂は、特に限定されず、熱可塑性樹脂、熱硬化性
樹脂、光硬化性樹脂、等を好適に用いることができる。また、用いることができる金属酸
化物も透明であれば特に限定されない。また、本発明の反射型偏光板（１）または反射型
偏光板（２）の表面に保護フィルム等の別のフィルムを張り合わせたりすることも好適に
行われる。
【０１７３】
　また、本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）のパターンの未形成面側
には、帯電防止層、反射防止層、ハードコート層など、任意の層を形成することができる
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。また、他の機能を有する基材１等との貼り合わせをすることによって、多機能を有する
機能統合高性能シートとすることも可能である。
【０１７４】
　本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）は、ある一軸方向の偏光成分を
透過し、かつ該偏光成分とは垂直方向の偏光成分を反射する偏光分離機能を有することを
特徴とし、本機能が求められる各種用途に使用することができるが、その用途の一例とし
ては、特に液晶表示装置の中に組み込んで使用した場合に輝度向上効果が発揮されること
があげられる。このメカニズムについて説明する。
【０１７５】
　液晶表示装置は、その構成が大きくは面光源７００と液晶セル８００に分けられる。
【０１７６】
　図９は光源７００としてサイドライト型面光源を用いた液晶表示装置の例を示している
。図９において、導光板３００の上面側に拡散シート５００が配置され、さらにその上に
プリズムシート６００が配置され、また、導光板３００の下面側には反射シート４００が
配置されている。さらに、導光板３００の側面には蛍光管２００が配置されている。蛍光
管２００から照射される光は、導光板３００の側面から導光板３００内に入り、導光板３
００の上面から拡散シート５００、プリズムシート６００を経て上方に出射する。なお、
前記構成例に制限されず、導光板３００として、表裏面にドット、プリズム状など様々な
加工を施したものを用いたり、蛍光管２００を複数本を設置したりしてもよく、また蛍光
管２００のかわりに発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いても構わない。さらには、光拡散シ
ート５００やプリズムシート６００に関しては、どちらか一方のみ使用する場合やそれぞ
れ複数枚用いる場合など、種々の部材および構成が好ましく用いられる。
【０１７７】
　また、図１０は、光源７００として直下型面光源を用いた液晶表示装置の例を示してい
る。このタイプの光源は、反射シート４００が敷き詰められた筐体４１０の内部に複数の
線状の蛍光管２００が並び、蛍光管２００の上側に拡散板３１０、さらにその上側に光拡
散シート５００、プリズムシート６００がこの順序で配置された構成である。直下型面光
源の場合も、各種構成部材はそれぞれ種々の部材や構成を採用することができる。たとえ
ば、蛍光管の形状は直線状に限られず、また蛍光管２００のかわりに発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）を用いても構わない。また、拡散板、光拡散シート、プリズムシートについても上
記同様、種々の部材、構成のものを用いることができる。
【０１７８】
　また、面光源７００としては、上記の面光源だけでなく、任意の面光源を用いることが
できる。
【０１７９】
　そして、上記のような面光源７００の上側に、本発明の反射型偏光板（１）または反射
型偏光板（２）１００と、液晶セル８００とがこの順序で積層配置されている。
【０１８０】
　液晶セル８００は、２枚の偏光板８１０、８３０と、２枚の偏光板８１０、８３０の間
に設けられた液晶層８２０などで構成される。液晶セル８００に用いられる偏光板８１０
、８３０は一般的に吸収型といわれる偏光板であり、透過軸と直交する方向の偏光成分は
吸収される。よって、理論的には光の利用効率は５０％である。
【０１８１】
　しかしながら、本発明においては、そこで吸収される偏光を、液晶セルよりも光源側に
配される本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）１００で反射させ、面光
源部７００で偏光状態を解消して再度液晶セル８００側に戻すことにより、光利用効率を
高めて輝度を向上させることができる。すなわち、本発明の反射型偏光板（１）または反
射型偏光板（２）１００を、液晶セル８００と面光源７００との間に、液晶セル８００の
面光源７００側に配置されている下側偏光板８１０と偏光軸の方向を合致させて設置する
ことで、従来、下側偏光板８１０で吸収される偏光成分を面光源７００側に反射させて戻
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させることができる。反射して戻った偏光成分は面光源部７００で偏光解消されて等方的
な光となり、再度液晶セル８００に向けて再利用することができる。
【０１８２】
　このサイクルを繰り返すことにより、全光線のうち５０％しか利用できなかった従来の
面光源と比べて、光利用効率を高めて輝度を向上させることができる。ここで、本発明の
反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）１００の偏光軸の方向と、下側偏光板８１
０の偏光軸の方向がなす交角は、５°以下であれば充分に効果が得られるため好ましく、
完全に方向が合致する０°が最も輝度向上効果が発現するためさらに好ましい。
【０１８３】
　また、本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）を液晶表示装置に設置す
る場合、線状金属層２形成面を液晶セル８００側に向けて設置することが好ましい。この
ように設置することにより、基材１として複屈折性を有する樹脂を用いた場合にも偏光特
性の低下を抑制することが可能な場合があり好ましい。ただし、基材１として等方性の樹
脂を用いた場合は、上記に限らず、どちらの面を液晶セル８００側に配置しても構わない
。
【０１８４】
　また、本発明の液晶表示装置の例として、プリズムシート６００と液晶セル８００との
間に本発明の反射型偏光板（１）または反射型偏光板（２）１００を搭載した例を示した
が、本発明の反射型偏光板の偏光度ｐが９０％以上、より好ましくは９５％以上、更に好
ましくは９９％以上と高い偏光度を有する場合は、図１１，図１２に示す様に、液晶セル
８００の下側偏光板８１０のかわりに使用することも好ましい形態である。この場合、従
来の吸収型偏光板を使用した場合と比べて、光を再利用することができる分、高輝度の液
晶表示装置とすることができるだけでなく、従来の吸収型偏光板を使用した場合と比べて
薄くすることができるため、薄型化の観点からも、好ましい。
【０１８５】
　また、この場合も、線状金属層２形成面を液晶セル８００側に向けて設置することが好
ましい。このように設置することにより、基材１として複屈折性を有する樹脂を用いた場
合にも偏光特性の低下を抑制することが可能な場合があり好ましい。ただし、基材１とし
て等方性の樹脂を用いた場合は、上記に限らず、どちらの面を液晶セル８００側に配置し
ても構わない。
【０１８６】
　以上のように、本発明の反射型偏光板を液晶表示装置に組み込むことにより光利用効率
が向上し、従来の液晶表示装置と比べて、高輝度の液晶表示装置とすることが可能となる
。
【０１８７】
　本発明の液晶表示装置は、携帯電話、電子手帳、ノートＰＣ、モニタ、ＴＶ、各種表示
媒体などに好適に用いることができる。
【実施例】
【０１８８】
　［特性の評価方法］
　Ａ.屈折率
　基材１の屈折率Ｎ１、表面層（１）４０または表面層（２）４１の屈折率Ｎ２，はＪＩ
Ｓ－Ｋ７１０５（１９９９年版）に従って、アタゴ（株）製アッベ式屈折率計を用いて２
０℃での屈折率を測定した。
【０１８９】
　Ｂ．断面観察
　各実施例・比較例で作製した反射型偏光板を切り出し、線状金属層２の長手方向に垂直
な断面を切り出し、白金－パラジウムを蒸着した後、日本電子（株）製電界放射走査型電
子顕微鏡”ＪＳＭ－６７００Ｆ”で写真を撮影し、５００００倍で断面観察を行なった。
得られた断面観察像から、線状凹凸構造１０を構成する凸部１１の寸法（ピッチｐ（ｎｍ
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）、幅ｗ（ｎｍ）、高さｈ（ｎｍ））、線状金属層２の寸法（膜厚（ｎｍ）、ピッチｐ（
ｎｍ）、幅ｗ（ｎｍ））および線状金属層２および凸部１１の総幅ＴＷ（ｎｍ）を計測し
た。線状金属層２の膜厚は、基材１が平坦である場合は任意の箇所５箇所において、基材
１表面に線状凹凸構造１０が形成されている場合は、線状金属層２が形成されている部位
のうち、凸部１１上の任意の箇所５カ所において、基材１法線方向に計測したときの厚み
ｈ２を求め、それらの平均値を求めた。また、線状金属層２のピッチｐ２、幅ｗ３につい
ては、基材１面に平行な方向で任意の箇所５カ所において計測し、その平均値を求めた。
なお、基材１表面に線状凹凸構造１０が形成されている場合の線状金属層２および凸部１
１の総幅ＴＷは、任意の箇所５カ所における平均値を求めた。
【０１９０】
　Ｃ．透過率、偏光度
　各実施例・比較例で作製した反射型偏光板について、セルギャップ検査装置ＲＥＴＳ－
１１００（大塚電子（株）製）を用い、偏光板特性評価モードにて、測定径φ２ｍｍで、
波長４００～８００ｎｍの範囲における透過率、偏光度を測定した。なお測定は、測定装
置の光源側に線状金属層２が対向するように設置し、光線の入射角０°で行った。
【０１９１】
　得られた光学特性について、以下のように判定した。
１）透過率
　波長５５０ｎｍでの透過率を用い、以下のように判定した。
３５％以上の場合：Ａ
３２％以上３５％未満の場合：Ｂ
３０％以上３２％未満の場合：Ｃ
３０％未満の場合：Ｄ
　ＡまたはＢが良好であり、Ａが最も優れている。
【０１９２】
　また、透過率の波長依存性については、４５０ｎｍ、５５０ｎｍ、６５０ｎｍにおける
透過率を比較し、それら透過率の最大値と最小値の差を用い、以下のように判定した。
２０％未満の場合：Ａ
２０％以上３０％未満の場合：Ｂ
３０％以上の場合：Ｃ
　ＡまたはＢが良好であり、Ａが最も優れている。
【０１９３】
　２）偏光度
　波長５５０ｎｍの偏光度を用い、以下のように判定した。
９９．２％以上の場合：Ｓ
９９％以上９９．２％未満の場合：Ａ
９５％以上９９％未満の場合：Ｂ
９０％以上９５％未満の場合：Ｃ
９０％未満の場合：Ｄ
　ＳまたはＡまたはＢが良好であり、Ｓが最も優れている。
【０１９４】
　また、偏光度の波長依存性については、４５０ｎｍ、５５０ｎｍ、６５０ｎｍにおける
偏光度を比較し、それら透過率の最大値と最小値の差を用い、以下のように判定した。
１０％以下の場合：Ａ
１０％以上１５％未満の場合：Ｂ
１５％以上の場合：Ｃ
　ＡまたはＢが良好であり、Ａが最も優れている。
【０１９５】
　Ｄ．全光線絶対反射率
　各実施例・比較例で作製した反射型偏光板について、大型偏光子ＡＳＳＹ、絶対反射率
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ユニット（５°反射）を搭載した分光光度計ＵＶ－３１５０型（島津製作所（株）製）を
用い、波長４００～８００ｎｍの範囲において、その反射率が最大となる偏光成分の反射
率（最大反射率）Ｈｐと、それとは垂直方向の偏光成分の反射率（最小反射率）Ｈｓをそ
れぞれ光線の入射角５°で測定した。得られた絶対反射率Ｈｐ、Ｈｓを下記式に当てはめ
ることにより、全光線絶対反射率を求めた。
・全光線絶対反射率（％）＝（Ｈｐ＋Ｈｓ）／２
　なお測定は、測定装置の光源側に線状金属層２が対向するように設置した場合、基材１
が対向する様に設置した場合、それぞれについて実施した。
【０１９６】
　得られた光学特性について、波長５５０ｎｍでの全光線絶対反射率を用い、以下のよう
に判定した。
４０％以上の場合：Ａ
３５％以上４０％未満の場合：Ｂ
３０％以上３５％未満の場合：Ｃ
３０％以下の場合：Ｄ
　ＡまたはＢが良好であり、Ａが最も優れている。
【０１９７】
　また、絶対反射率の波長依存性については、４５０ｎｍ、５５０ｎｍ、６５０ｎｍにお
ける絶対反射率を比較し、それら透過率の最大値と最小値の差を用い、以下のように判定
した。
１５％未満の場合：Ａ
１５％以上２５％未満の場合：Ｂ
２５％以上の場合：Ｃ
　ＡまたはＢが良好であり、Ａが最も優れている。
【０１９８】
　Ｅ．輝度（光利用効率）
　Ｅ－１．輝度（１）
　１．５インチサイズのＬＥＤサイドライト型バックライト（ＬＥＤ２灯型、反射板とし
て“ＥＳＲ”（住友スリーエム（株））製搭載）の導光板上側に光拡散シート“ＧＭ３”
（きもと（株）製）およびプリズムシートＢＥＦIII（住友スリーエム（株）製）を配置
してサイドライト型面光源を組み上げ、６Ｖの電圧を印加してＬＥＤを点灯させ、暗室内
で面光源を立ち上げた。次いで、プリズムシート上に、各実施例・比較例の反射型偏光板
を重ね、さらにその上に吸収型偏光板（ＬＮ－１８２５Ｔ、ポラテクノ（株）製）を透過
軸の方向が一致するように置き、色彩輝度計ＢＭ－７／ＦＡＳＴ（トプコン（株）製）を
用いて視野角０．１°で中心輝度Ｌ１１を測定した。ついで、各実施例・比較例の偏光板
のみを取り外して同様にして中心輝度Ｌ１０を測定した。なお、測定は、各実施例・比較
例の反射型偏光板の線状金属層２が吸収型偏光板と対向するように設置した。各実施例・
比較例の偏光板を挿入していない場合の輝度Ｌ１０、挿入した場合の輝度Ｌ１１から下記
式によって得られる輝度向上率Ｂ１を算出した。
・輝度向上率Ｂ１（％）＝１００×（Ｌ１１－Ｌ１０）／Ｌ１０。
【０１９９】
　なお、輝度向上率Ｂ１は次のように判定した。
２０％以上の場合：Ｓ
１５％以上２０％未満の場合：Ａ
１０％以上１５％未満の場合：Ｂ
５％以上１０％未満の場合：Ｃ
５％未満の場合：Ｄ
　ＳまたはＡまたはＢが良好であり、Ｓが最も優れている。
【０２００】
　Ｅ－２．輝度（２）
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　１．５インチサイズのＬＥＤサイドライト型バックライト（ＬＥＤ２灯型、反射板とし
て“ＥＳＲ”（住友スリーエム（株））製搭載）の導光板上側に光拡散シート“ＧＭ３”
（きもと（株）製）およびプリズムシートＢＥＦIII（住友スリーエム（株）製）を配置
してサイドライト型面光源を組み上げ、その上に、下側に本発明の反射型偏光板（線状金
属層を液晶セル側になるように設置）、上側にヨウ素型偏光板を備えた液晶セルを重ねて
、ＬＥＤおよび、液晶セルを暗室内で立ち上げた。液晶画面全面を白色表示とし、点灯１
０分後の中心輝度Ｌ２１を色彩輝度計ＢＭ－７／ＦＡＳＴ（トプコン（株）製）を用いて
視野角０．１°測定した。次いで、同じ面光源を用い、下側両方にヨウ素型偏光板を備え
た液晶セルを重ねて同様に、画面全面白色表示時の中心輝度Ｌ２０を測定した。下側偏光
板としてヨウ素型偏光板を用いた輝度Ｌ２０、実施例、比較例で作製した反射型偏光板を
用いた場合の輝度Ｌ２１から下記式によって得られる輝度向上率Ｂ２を算出した。
・輝度向上率Ｂ２（％）＝１００×（Ｌ２１－Ｌ２０）／Ｌ２０。
【０２０１】
　なお、輝度向上率Ｂ２は次のように判定した。
２０％以上の場合：Ａ
１５％以上２０％未満の場合：Ｂ
１０％以上１５％未満の場合：Ｃ
１０％未満の場合：Ｄ
　ＡまたはＢが良好であり、Ａが最も優れている。
【０２０２】
　Ｆ．密着性
　作製したサンプルの、線状金属層側に、ニチバン株式会社製セロハンテープ（登録商標
）を貼り付け、ゴムローラーを用いて、荷重１９．６Ｎで３往復させ、押し付けた後、９
０°方向に剥離して、剥離したテープに線状金属層が付着しているか観察した。
【０２０３】
　なお、密着性は次のように判定した。
線状金属層が剥離しない場合：Ａ
線状金属層が僅かに剥離するが殆ど剥離しない場合：Ｂ
線状金属層が広範囲にわたって剥離する場合：Ｃ
　ＡまたはＢが良好であり、Ａが最も優れている。
【０２０４】
　（実施例１）
　ジカルボン酸成分としてシクロヘキサンジカルボン酸、ジオール成分として９，９’－
ビス（４－ヒドロキシエトキシフェニル）フルオレン８０ｍｏｌ％、エチレングリコール
２０ｍｏｌ％共重合したポリエステルを３５℃のシクロヘキサノン／メチルエチルケトン
／トルエン＝１．５／１．５／１溶液中に２０重量％の濃度となるように溶解させた。得
られた溶液を１００μｍ厚のポリエステルフィルム　ルミラー（登録商標）Ｕ４６（東レ
（株）製）上にメタバーを（♯３０）を用いて塗布し、１４０℃で３０分間乾燥させて、
乾燥膜厚５μｍの表面層を有する積層体を作製した。
【０２０５】
　また、表面層について、溶液を１００μｍ厚のポリエステルフィルム　ルミラー（登録
商標）Ｔ６０（東レ（株）製）上にアプリケーターを用いて塗布し、１００℃で３０分間
乾燥させた後、剥離することで、単層シートを得た。得られた単膜シートの２０℃での屈
折率Ｎ２を測定した。また基材ポリエステルフィルムの屈折率Ｎ１を測定した。結果を表
１に示す。得られたシートと下記金型１と重ね合わせて真空チャンバー内に設置し、５０
Ｐａ以下の真空度に到達後、予熱を１６５℃で１分行い、プレス温度１６５℃、プレス圧
力１５ＭＰａで５分間プレス後、１２５℃まで冷却した後、圧力を解放し、その後３０℃
まで冷却した後、基材と金型を離型した。
【０２０６】
　「金型１」
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　材質：ニッケル、サイズ：３０ｍｍ角
　ピッチ：１５０ｎｍ、凸部幅：９０ｎｍ、凸部高さ：１３０ｎｍ
　凹部断面形状：矩形状
　金型から離型した表面層の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面
を有する線状凹凸構造が得られていることを確認した（表１参照）。
【０２０７】
　「表面層の線状凹凸構造」
　ピッチｐ：１５０ｎｍ、幅ｗ：５８ｎｍ、高さｈ：１２８ｎｍ　
　次に、この基材の線状凹凸構造側に、蒸発源として純度９９．９９９％のアルミニウム
を用い、真空度３．４×１０－５Ｐａ、蒸着速度１０オングストローム／ｓｅｃ、蒸着源
―基材間距離２５ｃｍの条件下で、線状凹凸構造の長手方向に垂直で、且つ基材面の法線
方向から４５°傾いた斜め方向から、アルミニウムを膜厚５０ｎｍで電子ビーム蒸着した
。
【０２０８】
　得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形
態であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は７２ｎｍであった。なお、
線状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で４５ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに輝
度向上効果が発現する偏光板を形成することができた。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有し
、取扱性に優れることが分かった。
【０２０９】
　（実施例２）
　膜厚１００μｍの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートシート　ルミラー（登録商標）
Ｕ１０（東レ（株）製）上に、下記光硬化性樹脂組成物を５μｍコーティングした後、該
コーティング層と実施例１と同様の金型（金型１）を重ね合わせ、基材側から超高圧水銀
灯で６００ｍＪ／ｃｍ２露光し、基材と金型を離型した。
【０２１０】
　「光硬化性樹脂組成物」
　ＢＰＥＦ-Ａ　（大阪ガスケミカル（株）製）　７０重量部
　ライトアクリレート（登録商標）　ＴＨＦ－Ａ（共栄社（株）製）　３０重量部
　イルガキュア（登録商標）６５１　（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）　
０．７重量部
　金型から離型した表面層の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面
を有する線状凹凸構造が得られていることを確認した（表１参照）。
【０２１１】
　「表面層の線状凹凸構造」
　ピッチｐ：１５０ｎｍ、幅ｗ：５９ｎｍ、高さｈ：１２８ｎｍ　
　また、表面層について、光硬化性組成物を１００μｍ厚のポリエステルフィルム　ルミ
ラー（登録商標）Ｔ６０（東レ（株）製）上にアプリケーターを用いて塗布し、超高圧水
銀灯で６００ｍＪ／ｃｍ２露光して硬化させた後、剥離することで、単層シートを得た。
得られた単膜シートの２０℃での屈折率Ｎ２を測定した。また基材ポリエステルフィルム
の屈折率Ｎ１を測定した。結果を表１に示す。
【０２１２】
　次いで実施例１と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形態
であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は７４ｎｍであった。なお、線
状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で４６ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
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度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに輝
度向上効果が発現する偏光板を形成することができた。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有し
、取扱性に優れることが分かった。
【０２１３】
　（実施例３）
　アクリル樹脂　スミペックス（登録商標）ＭＧ－５（住友化学（株）製）１００℃で４
時間真空乾燥させた後、押出機内で２５０℃で溶融させて、口金から２０℃のキャストド
ラム上に押し出して冷却し、厚さ１００μｍのシートを得た。
【０２１４】
　得られたシート上に、下記光硬化性樹脂組成物を５μｍコーティングした後、該コーテ
ィング層と実施例１と同様の金型（金型１）を重ね合わせ、基材側から超高圧水銀灯で６
００ｍＪ／ｃｍ２露光し、基材と金型を離型した。
【０２１５】
　「光硬化性樹脂組成物」
　ライトアクリレート（登録商標）　ＢＰ－４ＥＡ（共栄社（株）製）　７０重量部
　ライトアクリレート（登録商標）　ＴＨＦ－Ａ（共栄社（株）製）　２０重量部
　ライトアクリレート（登録商標）　ＥＣ－Ａ（共栄社（株）製）　１０重量部
　イルガキュア（登録商標）６５１　（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）　
０．７重量部
　金型から離型した表面層の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面
を有する線状凹凸構造が得られていることを確認した（表１参照）。
【０２１６】
　「表面層の線状凹凸構造」
　ピッチｐ：１５０ｎｍ、幅ｗ：５９ｎｍ、高さｈ：１２７ｎｍ　
　また、表面層について、光硬化性組成物を１００μｍ厚のポリエステルフィルム　ルミ
ラー（登録商標）Ｔ６０（東レ（株）製）上にアプリケーターを用いて塗布し、超高圧水
銀灯で６００ｍＪ／ｃｍ２露光して硬化させた後、剥離することで、単層シートを得た。
得られた単膜シートの２０℃での屈折率Ｎ２を測定した。また基材シートの屈折率Ｎ１を
測定した。結果を表１に示す。
【０２１７】
　次いで実施例１と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形態
であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は７３ｎｍであった。なお、線
状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で４６ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに輝
度向上効果が発現する偏光板を形成することができた。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有し
、取扱性に優れることが分かった。
【０２１８】
　（実施例４）
　シクロオレフィン樹脂　ゼオネックス（登録商標）Ｅ４８Ｒ（日本ゼオン（株）製）１
００℃で４時間真空乾燥させた後、押出機内で２８０℃で溶融させて、口金から２０℃の
キャストドラム上に押し出して冷却し、厚さ１００μｍのシートを得た。
【０２１９】
　得られた基材上に、下記光硬化性樹脂組成物を５μｍコーティングした後、該コーティ
ング層と実施例１と同様の金型（金型１）を重ね合わせ、基材側から超高圧水銀灯で６０
０ｍＪ／ｃｍ２露光し、基材と金型を離型した。
【０２２０】
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　「光硬化性樹脂組成物」
　ライトアクリレート（登録商標）　ＢＰ－４ＥＡ（共栄社（株）製）　７０重量部
　ライトアクリレート（登録商標）　ＴＨＦ－Ａ（共栄社（株）製）　２０重量部
　ライトアクリレート（登録商標）　ＥＣ－Ａ（共栄社（株）製）　１０重量部
　イルガキュア（登録商標）６５１　（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）　
０．７重量部
　金型から離型した表面層の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面
を有する線状凹凸構造が得られていることを確認した（表１参照）。
【０２２１】
　「表面層の線状凹凸構造」
　ピッチｐ：１５０ｎｍ、幅ｗ：５８ｎｍ、高さｈ：１２８ｎｍ　
　また、表面層について、光硬化性組成物を１００μｍ厚のポリエステルフィルム　ルミ
ラー（登録商標）Ｔ６０（東レ（株）製）上にアプリケーターを用いて塗布し、超高圧水
銀灯で６００ｍＪ／ｃｍ２露光して硬化させた後、剥離することで、単層シートを得た。
得られた単膜シートの２０℃での屈折率Ｎ２を測定した。また基材シートの屈折率Ｎ１を
測定した。結果を表１に示す。
【０２２２】
　次いで実施例１と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形態
であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は７６ｎｍであった。なお、線
状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で４４ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに輝
度向上効果が発現する偏光板を形成することができた。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有し
、取扱性に優れることが分かった。
【０２２３】
　（実施例５）
　ポリメタクリル酸メチル（和光純薬工業（株）製）を２５℃のシクロヘキサノン／メチ
ルエチルケトン／トルエン＝１．５／１．５／１溶液中に２０重量％の濃度となるように
溶解させた。得られた溶液を厚さ０．６ｍｍのガラス基材１７３７（Ｃｏｒｎｉｎｇ製）
上にその溶液を、スリットダイコーターで塗布し、１４０℃で３０分間乾燥させて、乾燥
膜厚８μｍの表面層を有する積層体を作製した。
【０２２４】
　得られた積層体と実施例１と同様の金型と重ね合わせて真空チャンバー内に設置し、５
０Ｐａ以下の真空度に到達後、予熱を１４０℃で１分行い、プレス温度１４０℃、プレス
圧力１５ＭＰａで５分間プレス後、１００℃まで冷却した後、圧力を解放し、その後３０
℃まで冷却した後、基材と金型を離型した。
【０２２５】
　金型から離型した表面層の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面
を有する線状凹凸構造が得られていることを確認した（表１参照）。
【０２２６】
　「表面層の線状凹凸構造」
　ピッチｐ：１５０ｎｍ、幅ｗ：５９ｎｍ、高さｈ：１２８ｎｍ　
　また、表面層について、溶液を１００μｍ厚のポリエステルフィルム　ルミラー（登録
商標）Ｔ６０（東レ（株）製）上にアプリケーターを用いて塗布し、１００℃で３０分間
乾燥させた後、剥離することで、単層シートを得た。得られた単膜シートの２０℃での屈
折率Ｎ２を測定した。また基材ポリエステルフィルムの屈折率Ｎ１を測定した。結果を表
１に示す。
【０２２７】
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　次いで実施例１と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形態
であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は７５ｎｍであった。なお、線
状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で４５ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに輝
度向上効果が発現する偏光板を形成することができた。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有し
、取扱性に優れることが分かった。
【０２２８】
　（実施例６）
　金型として下記金型２を用いた以外は実施例１と同様の方法にて、線状凹凸構造を形成
した。
【０２２９】
　「金型２」
　材質：ニッケル、サイズ：３０ｍｍ角
　ピッチ：１５０ｎｍ、凸部幅：１０５ｎｍ、凸部高さ：４５ｎｍ
　凹部断面形状：矩形状
　金型から離型した表面層の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面
を有する線状凹凸構造が得られていることを確認した（表１参照）。
【０２３０】
　「表面層の線状凹凸構造」
　ピッチｐ：１５０ｎｍ、幅ｗ：４４ｎｍ、高さｈ：１２８ｎｍ　
　次いで実施例１と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
【０２３１】
　得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形
態であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は６６ｎｍであった。なお、
線状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で４４ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに輝
度向上効果が発現する偏光板を形成することができた。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有す
ることが分かった。
【０２３２】
　（実施例７）
　金型として下記金型３を用いた以外は実施例１と同様の方法にて、線状凹凸構造を形成
した。
【０２３３】
　「金型３」
　材質：ニッケル、サイズ：３０ｍｍ角
　ピッチ：１３０ｎｍ、凸部幅：８０ｎｍ、凸部高さ：１３０ｎｍ
　凹部断面形状：矩形状
　金型から離型した表面層の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面
を有する線状凹凸構造が得られていることを確認した（表１参照）。
【０２３４】
　「表面層の線状凹凸構造」
　ピッチｐ：１３０ｎｍ、幅ｗ：４８ｎｍ、高さｈ：１２８ｎｍ　
　次いで実施例１と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形態
であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は６５ｎｍであった。なお、線
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状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で４２ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに輝
度向上効果が発現する偏光板を形成することができた。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有し
、取扱性に優れることが分かった。
【０２３５】
　（実施例８）
　金型として下記金型４を用いた以外は実施例１と同様の方法にて、線状凹凸構造を形成
した。
【０２３６】
　「金型４」
　材質：ニッケル、サイズ：３０ｍｍ角
　ピッチ：１２０ｎｍ、凸部幅：７５ｎｍ、凸部高さ：１２０ｎｍ
　凹部断面形状：矩形状
　金型から離型した表面層の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面
を有する線状凹凸構造が得られていることを確認した（表１参照）。
【０２３７】
　「表面層の線状凹凸構造」
　ピッチｐ：１２０ｎｍ、幅ｗ：４４ｎｍ、高さｈ：１１８ｎｍ　
　次いで、アルミニウムの蒸着膜厚を４５ｎｍとした以外は実施例１と同様の方法にて線
状金属層を形成した。
【０２３８】
　得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形
態であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は６０ｎｍであった。なお、
線状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で４３ｎｍであった。
得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上
率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに輝度向上
効果が発現する偏光板を形成することができた。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有し
、取扱性に優れることが分かった。
【０２３９】
　（実施例９）
　実施例８で作製した線状凹凸構造を形成した基材を用い、基材角度可変機構を備えた電
子ビーム蒸着機を用い、蒸発源に、純度９９．９９９％のアルミニウムを設置した。次い
で、実施例２の凹凸を形成した基材を設置した後、系内を減圧した。真空度３．４×１０
－５Ｐａ、蒸着源―基材間距離２５ｃｍの条件下で、基材線状樹脂パターン面側に、線状
樹脂パターンの長手方向と垂直でかつ基材面の法線方向から４５°の角度からアルミニウ
ムを１０オングストローム／ｓｅｃで１０秒蒸着した後、線状凹凸構造の長手方向を中心
軸として１５°／ｍｉｎの速度で蒸着角度が小さくなる方向へ基材を回転させながら、ア
ルミニウムを１０オングストローム／ｓｅｃで蒸着し、合計７０ｎｍ形成させた。
【０２４０】
　得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形
態であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は６０ｎｍであった。なお、
線状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で７０ｎｍであった。
得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上
率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに高い輝度
向上効果が発現することがわかった。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有し
、取扱性に優れることが分かった。
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【０２４１】
　（実施例１０）
　基材層として、１７０℃で２時間真空乾燥させたポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）を押出機内で２８０℃で溶融させて、口金からキャストドラム上に押出して冷却して、
単層シートを作製した。このようにして得られた単層シートを８４℃に加熱して、長手方
向に３．３倍延伸して得た一軸延伸フィルム上に、ポリエステル樹脂水分散体　プラスコ
ート（登録商標）Ｚ８３６（互応化学工業（株）製） １００重量部、メラミン樹脂ＭＷ
１２ＬＦ（三和ケミカル（株）製） ２５重量部を固形分濃度４％になるように希釈した
ものに対し、界面活性剤　プラスコート（登録商標）ＲＹ－０２（互応化学工業（株）製
）を０．０６重量％となるように添加した塗剤をメタバー（＃６）を用いて塗布し、続い
てテンターで８５℃の予熱ゾーンを通して、９０℃で幅方向に３倍延伸し、その後９０℃
で２０秒、２２０℃で３０秒間熱処理し、全膜厚１００μｍ（表面層膜厚）の積層シート
を得た。なお、表面層の厚さは１５０ｎｍであった。
【０２４２】
　また、表面層について、溶液をガラス上にメタバー（＃６）でアプリケーターを用いて
塗布し、９０℃で２分間乾燥させた後、２２０℃で３０秒間熱処理したものを作製し、２
０℃での屈折率Ｎ２を測定した。また基材ポリエステルフィルムの屈折率Ｎ１を測定した
。結果を表２に示す。
【０２４３】
　得られた表面層を形成した二軸延伸ポリエステルフィルムに、蒸発源として純度９９．
９９９％のアルミニウムを用い、真空度３．４×１０－５Ｐａ、蒸着速度１０オングスト
ローム／ｓｅｃ、蒸着源―基材間距離２５ｃｍの条件下で、基材面法線方向からアルミニ
ウムを電子ビーム蒸着し、膜厚１００ｎｍの金属層を形成した。
【０２４４】
　得られた基材をアルミニウム層を上側になる様にガラス板に固定し、ポリメタクリル酸
メチル（シグマアルドリッチ（株）製、重量平均分子量９６０００）２０重量部をシクロ
ヘキサノン／メチルエチルケトン／トルエン＝１／１／１溶液８０重量部に溶解させた溶
液をスリットダイコーターで塗布し、１４０℃で３０分間乾燥させて、乾燥膜厚３μｍの
樹脂層を有する積層体を作製した。
【０２４５】
　得られたシートと下記金型１と重ね合わせて真空チャンバー内に設置し、５０Ｐａ以下
の真空度に到達後、予熱を１４０℃で１分行い、プレス温度１４０℃、プレス圧力１５Ｍ
Ｐａで５分間プレス後、１００℃まで冷却した後、圧力を解放し、その後３０℃まで冷却
した後、基材と金型を離型した。
【０２４６】
　「金型１」
　材質：ニッケル
　ピッチ：１５０ｎｍ、凸部幅：９０ｎｍ、凸部高さ：１３０ｎｍ
　凹部断面形状：矩形状
　金型から離型した樹脂層の形状を観察すると、アルミニウム層上にほぼ金型形状を反転
した断面を有する線状の樹脂パターンが得られていることを確認した。
【０２４７】
　「アルミニウム層上の樹脂形状」
　ピッチｐ：１５０ｎｍ、幅ｗ：５９ｎｍ、高さｈ：１３０ｎｍ　凹部底部厚さ：１０２
ｎｍ。
【０２４８】
　次いで、酸素（Ｏ２）ガスを用いたドライエッチング法により樹脂パターンの凹部底部
の残膜を除去して、アルミニウム層を部分的に露出させた後、残った樹脂パターンをマス
クとして、四塩化炭素（ＣＣｌ４）ガスを用いたドライエッチング法により樹脂パターン
間の露出したアルミニウム層を選択的に除去した。最後に酸素（Ｏ２）ガスを用いたドラ
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イエッチング法により、アルミニウム層上に残った樹脂パターンを除去してサンプルを得
た。
【０２４９】
　得られたサンプルの形態を観察すると、表面層、線状金属層の形態は図５（ｂ）に示す
ような形態であり、線状金属層間のピッチｐ２は１５０ｎｍで、凸部の総幅ＴＷ（すなわ
ち線状金属層の幅ｗ２）は６９ｎｍであった。なお、線状金属層の膜厚ｈ２は１００ｎｍ
であった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに高
い輝度向上効果が発現することがわかった。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、極僅かに剥離したものの、良好な密着性を
有し、取扱性に優れることが分かった。
【０２５０】
　（比較例１）
　膜厚１００μｍの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートシート　ルミラー（登録商標）
Ｕ１０（東レ（株）製）上に、下記光硬化性樹脂組成物を５μｍコーティングした後、該
コーティング層と実施例１と同様の金型（金型１）を重ね合わせ、基材側から超高圧水銀
灯で６００ｍＪ／ｃｍ２露光し、基材と金型を離型した。
【０２５１】
　「光硬化性樹脂組成物」
　アデカオプトマー（登録商標）　ＫＲＭ－２１９９（旭電化工業（株）製）　１０重量
部
　アロンオキセタン（登録商標）　ＯＸＴ－２２１（東亞合成（株）製）　　　　１重量
部
　アデカオプトマー（登録商標）　ＳＰ１７０（旭電化工業（株）製）　　０．２５重量
部
　金型から離型した基材の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を
有する線状凹凸構造が得られた（表１参照）。
【０２５２】
　「基材の線状凹凸構造」
　ピッチｐ：１５０ｎｍ、幅ｗ：５７ｎｍ、高さｈ：１２８ｎｍ。
【０２５３】
　また、表面層について、光硬化性組成物を１００μｍ厚のポリエステルフィルム　ルミ
ラー（登録商標）Ｔ６０（東レ（株）製）上にアプリケーターを用いて塗布し、超高圧水
銀灯で６００ｍＪ／ｃｍ２露光して硬化させた後、剥離することで、単層シートを得た。
得られた単膜シートの２０℃での屈折率Ｎ２を測定した。また基材シートの屈折率Ｎ１を
測定した。結果を表１に示す。
【０２５４】
　次いで実施例１と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形態
であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は７４ｎｍであった。なお、線
状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で４５ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として特性が不十分で、輝度向上効果が
不十分であった。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有し
、取扱性に優れることが分かった。
【０２５５】
　（比較例２）
　膜厚１００μｍの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートシート　ルミラー（登録商標）
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Ｕ１０（東レ（株）製）上に、下記光硬化性樹脂組成物を５μｍコーティングした後、該
コーティング層と実施例１と同様の金型（金型１）を重ね合わせ、基材側から超高圧水銀
灯で６００ｍＪ／ｃｍ２露光し、基材と金型を離型した。
【０２５６】
　「光硬化性樹脂組成物」
　ライトアクリレート（登録商標）　ＢＰ－４ＥＡ（共栄社（株）製）　７０重量部
　ライトアクリレート（登録商標）　ＴＨＦ－Ａ（共栄社（株）製）　２０重量部
　ライトアクリレート（登録商標）　ＥＣ－Ａ（共栄社（株）製）　１０重量部
　イルガキュア（登録商標）６５１　（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）製）　
０．７重量部
　金型から離型した基材の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を
有する線状凹凸構造が得られた（表１参照）。
【０２５７】
　「基材の線状凹凸構造」
　ピッチｐ：１５０ｎｍ、幅ｗ：５９ｎｍ、高さｈ：１２７ｎｍ。
【０２５８】
　また、表面層について、光硬化性組成物を１００μｍ厚のポリエステルフィルム‘ルミ
ラー’Ｔ６０（東レ（株）製）上にアプリケーターを用いて塗布し、超高圧水銀灯で６０
０ｍＪ／ｃｍ２露光して硬化させた後、剥離することで、単層シートを得た。得られた単
膜シートの２０℃での屈折率Ｎ２を測定した。また基材シートの屈折率Ｎ１を測定した。
結果を表１に示す。
【０２５９】
　次いで実施例１と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
【０２６０】
　得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図４（ｅ）に示すような形
態であり、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線状金属層の幅ｗ２）は７３ｎｍであった。なお、
線状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で４７ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として特性が不十分で、十分な輝度向上
効果が不十分であった。
また、サンプルの密着性試験を行ったところ、金属層の剥離はなく、十分な密着性を有し
、取扱性に優れることが分かった。
【０２６１】
　（比較例３）
　塗剤をアクリル樹脂エマルジョンＲＸ７０１３（日本カーバイド工業（株）製） １０
０重量部、メラミン樹脂ＭＷ１２ＬＦ（三和ケミカル（株）製） ２５重量部を固形分濃
度４％になるように希釈したものに、界面活性剤　プラスコート（登録商標）ＲＹ－０２
（互応化学工業（株）製）を０．０６％となるように添加した塗剤とした以外は実施例９
と同様の方法でサンプルを作製した。
【０２６２】
　表面層の屈折率Ｎ２および、基材ポリエステルフィルムの屈折率Ｎ１を測定した。結果
を表２に示す。
【０２６３】
　得られたサンプルの形態を観察すると、表面層、線状金属層の形態は図５（ｂ）に示す
ような形態であり、線状金属層間のピッチｐ２は１５０ｎｍで、凸部の総幅ＴＷ（すなわ
ち線状金属層の幅ｗ２）は７０ｎｍであった。なお、線状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部
で１００ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として特性が不足しており、十分な輝度
向上効果は得られなかった。
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また、サンプルの密着性試験を行ったところ、極僅かに剥離したものの、良好な密着性を
有することが分かった。
【０２６４】
　（比較例４）
　表面層を形成しない以外は実施例１０と同様の方法でサンプルを作製した。
【０２６５】
　得られたサンプルの形態を観察すると、表面層、線状金属層の形態は図１３に示すよう
な形態であり、線状金属層間のピッチｐ２は１５０ｎｍで、凸部の総幅ＴＷ（すなわち線
状金属層の幅ｗ２）は７１ｎｍであった。なお、線状金属層の膜厚ｈ２は、凸部頂部で１
００ｎｍであった。
また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝
度向上率の評価結果を表３に示す。反射型偏光板として良好な特性を得ることができた。
しかしながら、そのサンプルの剥離試験を行ったところ、線状金属層が剥離してしまい、
密着性は悪く、取扱性が悪いことがわかった。
【０２６６】
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【表１】

【０２６７】
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【表２】

【０２６８】
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【表３】

【図面の簡単な説明】
【０２６９】
【図１】本発明の反射型偏光板（１）を構成する基材表面に形成された、線状凹凸構造を
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有する表面層（１）の好ましい形状を模式的に示す図である。
【図２】本発明の反射型偏光板（１）を構成する基材表面に形成された、線状凹凸構造を
有する表面層（１）の好ましい断面形状を模式的に示す図である。
【図３】本発明の反射型偏光板（２）を構成する基材表面に形成された、表面層（２）の
好ましい断面形状を模式的に示す図である。
【図４】本発明の反射型偏光板（１）の好ましい形状を模式的に示す図である。
【図５】本発明の反射型偏光板（１）の好ましい形状を模式的に示す図である。
【図６】本発明の反射型偏光板（１）の好ましい形状を模式的に示す図である。
【図７】本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、線状凹凸構造の形成工程を模
式的に例示するものである。
【図８】本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、線状金属層形成工程における
金属の蒸着角度を模式的に例示するものである。
【図９】本発明の反射型偏光板（１）または（２）を組み込んだ液晶表示装置（１）（サ
イドライト型）の構成を模式的に示す図である。
【図１０】本発明の反射型偏光板（１）または（２）を組み込んだ液晶表示装置（１）（
直下型）の構成を模式的に示す図である。
【図１１】本発明の反射型偏光板（１）または（２）を組み込んだ液晶表示装置（２）（
サイドライト型）の構成を模式的に示す図である。
【図１２】本発明の反射型偏光板（１）または（２）を組み込んだ液晶表示装置（２）（
直下型）の構成を模式的に示す図である。
【図１３】比較例において作製されたサンプルの断面形状を模式的に表したものである。
【図１４】本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、金属層形成工程における金
属の蒸着角度を変化させる様子を模式的に例示するものである。
【図１５】本発明の反射型偏光板（１）の製造方法において、ロールｔｏロール型蒸着装
置を用いて金属層形成工程を行う様子を模式的に例示するものである。
【符号の説明】
【０２７０】
　　１　　基材
　　２　　線状金属層
　　１０　線状凹凸構造
　　１１　線状凹凸構造の凸部  
　　１２　線状凹凸構造の凹部
　　４０　表面層（１）
　　４１　表面層（２）（接着層）
　　５０　金型
　　５１　金型凸部
　　５２　金型凹部
　　１００　本発明の反射型偏光板
　　２００　蛍光管　　
　　３００　導光板
　　３１０　拡散板
　　４００　反射シート
　　４１０　筐体
　　５００　光拡散シート
　　６００　プリズムシート
　　７００　面光源
　　８００　液晶セル
　　８１０　下偏光板
　　８２０　液晶層
　　８３０　上偏光板
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　　ｐ　　　線状凹凸構造の凸部のピッチ
　　ｗ　　　線状凹凸構造の凸部の幅
　　ｈ　　　線状凹凸構造凸部の高さ
　　ｈ’　　 基材１表面の線状凹凸構造１０の凹部最下部と表面層と基材１界面の間の
高さ（表面層（１）４０の膜厚）
　　ｈ”　　表面層（２）４１の膜厚
　　ＴＷ　　線状金属層２および凸部１１の総幅
　　Ｌ１　　基材面に平行でかつ線状凹凸構造の長手方向に平行な線
　　Ｌ２　　基材面に平行でかつ線状凹凸構造の長手方向に垂直な線
　　Ｌ３　　基材面の法線
　　Ｍ１　　金属の蒸着方向
　　θ　　　基材面の法線Ｌ３と金属の蒸着方向Ｍ１とがなす角度
【産業上の利用可能性】
【０２７１】
　本発明の反射型偏光板は、各種表示装置、中でも液晶表示装置の輝度を向上させる光学
部材として好適である。
【０２７２】
　また、本発明の反射型偏光板を搭載した液晶表示装置は、従来の液晶表示装置と比べて
、高輝度の液晶表示装置とすることが可能で、携帯電話、電子手帳、ノートＰＣ、モニタ
、ＴＶ、各種表示媒体などに好適に用いることができる。
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